
次のとおり入札を執行するので、下記により入札参加者を公募する

1 発注番号

2 公募日

3 契約担当者 能代市長　　齊　藤　滋　宣

4 件名

5 業務場所 能代市上町１番３号　能代市本庁舎

6 履行期間

総務部　総務課

　　　電　話　番　号 0185-89-2113

　　　ファクシミリ番号 0185-89-1762

8 物品又は委託の種別 委託（総額入札）

空調設備の保守点検、フィルター清掃業務

（１）

（２）

（３）

（４）

11 入札に関する注意事項

(金) 午前１０時２０分

13 入札の場所

（１） 応募型指名競争入札基本事項のとおり

　 　

能代市物品等応募型指名競争入札の参加者の募集について

7 当該業務の主管課

 入札に参加する者に必要な要件は、応募型指名競争入札基本事項１のほか、
次の要件を満たす者であること

10

令和8・9年能代市物品等指名競争入札等参加資格者名簿に「市内物品
等業者」で登載されている者であること。

第２－２４号

能代市本庁舎空調設備保守点検業務委託

令和8年3月30日

　 契約締結日から令和９年３月３１日

14 その他

令和8・9年能代市物品等指名競争入札等参加資格申請において「①指
名競争入札及び随意契約」で申請していること。

能代市役所第１庁舎１階　契約検査課入札室

12

入札までのスケジュールは別紙のとおり

入札金額は総額（消費税等を除く）とする

本市の指名停止期間中でないこと。

9 主な仕様（概要）
※設計、仕様等の詳細については、公募文とともに全てホームページに掲載しています

入札予定日

入札参加資格要件 能代市内に契約の締結できる営業所を有していること。

令和8年4月10日



入札スケジュール 件 名 ：

手続等 手続きの方法等

(月) 正午から

(水) 午後５時まで（閉庁日を除く）

(月) 正午から 基本事項２のとおり

(水) 午後５時まで（閉庁日を除く） 提出先：業務主管課

(月) 正午から

(金) 午後５時まで（閉庁日を除く）

4
設計図書等に対する質問
への回答

(金) 午前９時までに回答書を作成し、供覧 基本事項２のとおり

5 指名通知・非指名通知 (火) 基本事項４のとおり

(金) 午前１０時２０分

会場： 能代市役所第１庁舎１階　契約検査課入札室

6 入札予定

令和 8年 3月 30日

3

令和 8年 4月 10日

令和 8年 4月 7日

令和 8年 4月 3日

基本事項５のとおり

令和 8年 4月 3日

令和 8年 4月 1日

令和 8年 3月 30日

基本事項２のとおり

令和 8年 4月 1日

能代市本庁舎空調設備保守点検業務委託

2

基本事項３のとおり申込書類の受付

設計図書等に対する質問
の受付

設計図書等の閲覧・貸出

令和 8年 3月 30日

期間・期日・期限等

1



様式第１号（第６条関係）

能代市長　　齊　藤　滋　宣　　様

申込者

（名簿登載番号　　　　　　　　　　　　　　　）

担 当 者 名

代 表 者 氏 名

なお、公募に示された入札に参加する者に必要な要件（指名停止を受けていないこと等）

を 満 たし 、地方自治法施 行令第１６７条の４ （ただし 、第２項は他 の地方 公共 団体 に限 る ）

物 品 （ 業 務 ） 名

発 注 番 号

物品及び委託等用

物品等応募型指名競争入札参加申込書

令和　　　年　　　月　　　日

住 所

商号又は名称

第２－２４号

能代市本庁舎空調設備保守点検業務委託

     次の物品及び委託等に係る応募型指名競争入札に参加したいので、申し込みます。

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

本 入 札 に 関 す る

連 絡 先

　に該当しないこと及び提出書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

電 話 番 号



　

令和　　年　　月　　日

　能代市長　　齊　藤　滋　宣　　様

印

　下記のとおり能代市財務規則に基づいて入札します。

入 札 金 額 ￥

入 札 保 証 金 能代市財務規則第１１２条第１項第３号により免除

備 考

　　　　　入　札　書（第　　回）

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

記

委 託 名 能代市本庁舎空調設備保守点検業務委託



 

 

応募型指名競争入札基本事項（物品・委託等） 

 

 

１ 入札に参加する者に必要な要件 

 （１）本市の能代市物品等指名競争入札等参加資格者名簿（以下、資格者名簿という。）に登載

されている者であること。 

 （２）入札参加申込期限の日から落札決定の日までの間において、本市の指名停止措置を受けて

いないこと。 

   ※落札決定の日は、入札日をいう。 

 （３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て、又は破産法（平成１６年法律第

７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、会社更生

法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた場合は、

この限りではない。 

 

２ 仕様書等に関すること。 

 （１）仕様書等の閲覧及び貸出しは次によるものとする。 

   ア 閲覧又は貸出場所   能代市総務部契約検査課 

      イ  閲覧又は貸出時間   ４時間以内 

     ウ  その他        設計図書は破いたり、汚すことのないよう十分注意すること。 

（２）仕様書等に関する質問は、次によるものとする。 

      ア 質問方法 簡易なものを除き、書面（任意様式）を作成し、原則としてファクシミリ

で送付すること。 

     イ 提 出 先 物品・委託等の業務主管課 

（３）質問に対する回答は、契約検査課において供覧を行う。又、質問があった場合は能代市の

ホームページに掲載する。 

 

３ 入札参加申込等に関すること。 

（１）入札参加申込書 

入札に参加しようとする者は、能代市物品等応募型指名競争入札参加申込書を市長に提出す

ること。 

 （２）申込書類の入手方法 

   ア 交付場所  能代市総務部契約検査課 

             電話番号 ０１８５－８９－２２２２ 

           ※能代市のホームページからダウンロードすることもできます。 

    イ 交付費用  無料 

 （３）申込書類の作成 

    申込書類の作成に当たっては、申込書類に示す注意書きを遵守すること。 

 （４）申込書類の提出及び受付 

   ア 提出方法 持参又は書留郵便によること。 

   イ 提 出 先 能代市総務部契約検査課又は二ツ井地域局総務企画課 

（５）入札参加の辞退 

    入札参加申込書等を提出した者は、当該申込書等を提出したあと落札者が決定されるまで

の間において入札参加資格を有しないこととなったときは、入札前にあっては入札辞退届を、

入札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。 

 

４ 指名通知等 

 （１）指名通知 

申込書類の確認の結果、適当と認めた者に対しては、ファクシミリにより通知する。 

 （２）非指名通知 

申込書類の確認の結果、指名されなかった者に対して、能代市物品等応募型指名競争入札



 

 

非指名通知書により、理由を付して通知する。 

※ 上記（１）又は（２）の通知が入札予定日の２日前の時点でも届かない場合は、必  

ず契約検査課に問い合わせすること。  

 

５ 入札、落札決定に関する注意事項 

 （１）能代市財務規則（以下「規則」という。）、能代市物品等入札心得を遵守の上、入札に参

加すること。 

  （２）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税等相当額（消費税法（昭和６３

年法律第１０８号）に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及

び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づ

く税率を乗じて得た金額をいう。）を加えた金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

当該端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約予定金額とするので、入札者は消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額か

ら消費税等相当額を除した金額を入札書に記載すること。 

（３）入札書を郵送する場合は、書留によるものとし、入札日時までに到着したもので、１枚（１

回分）とする。（ただし、原則として再度入札には参加できないものとする） 

（４）入札に参加しようとする者が、入札参加資格確認の日から落札決定の日までの間に、入札

に参加する者に必要な資格を失ったときは、その者は入札に参加することができない。既に

入札書を提出している場合、その入札書は無効とする。 

（５）落札決定から契約締結までの間において、落札者が１に掲げる要件を満たさないこととな

った場合は、当該落札者と契約を締結しないことができる。 

 

６ 契約の締結に関すること 

 （１）契約締結時期は、落札決定の通知を受けた日の翌日から起算して７日以内とする。 

 （２）契約保証金については、規則第１２７条の規定による。 

 

７ その他必要な事項 

 （１）申込書類に係るヒアリングは実施しないが、必要と認めた場合には説明を求める場合があ

る。 

 （２）提出された申込書類は返却しない。 

 （３）申込書類の審査基準日は、入札参加申込期限の日とする。 

※新たに資格者名簿への登載を申請する場合は、仕様書等閲覧期限の日までに物品等指名競

争入札等参加資格申請書を提出しなければならない。 

 （４）履行（納入）期限は、事情により変更することがある。 

（５）契約金額は、完成検査後、請求を受けた日から３０日以内に支払う。  

※測量士等（所得税法第２０４条第１項第２号に掲げるもの）の業務に関する報酬又は料金

については、その支払の都度所得税及び復興特別所得税を源泉徴収します。  

 （６）申込書類の作成及び提出についての問い合わせ先 

          能代市総務部契約検査課 

電話番号      ０１８５－８９－２２２２ 

ファクシミリ番号  ０１８５－５４－６４６０ 



一金 円也

0 0

委託場所 能代市上町１番３号　能代市本庁舎

0 0

委託概要 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法）」に

0 基づいた点検・検査。空調機器のフィルター清掃。

0 0

委託期間 契約締結日～令和９年３月３１日（水）

0 0

0 0

0 0 0

0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0

0

0

0 0

合計 0 0 0

0

消費税 0

0 0

式

設　　計　　書

能代市本庁舎空調設備保守点検業務委託

仕
様
概
要

細　　目 摘要 数量 単位 単価 金額 備考

0

1 式１　本庁舎空調設備清掃業務 仕様書のとおり

0 0 0

0 0 0

２　本庁舎空調機保守点検業務 仕様書のとおり 1

0

諸経費 0 0 0

0 0

0

小計 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0

0 0



仕 様 書 

 

１ 件  名  能代市本庁舎空調設備保守点検業務委託 

 

２ 委託場所  能代市上町１番３号 能代市本庁舎 

 

３ 委託期間  契約締結日～令和９年３月３１日（水） 

 

４ 委託内容 

 （１）業務内容 

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法）」

に基づいた、点検・検査を行うこと。 

清掃回数表に従い、空調機器のフィルター清掃を行うこと。 

（２）対象設備 

別紙の機器一覧表①、機器一覧表②、機器一覧表③、新庁舎と第一庁舎室外機

一覧のとおり 

（３）保守点検回数、時期 

フィルター清掃は冷暖房切替時とし、フロン類の使用の合理化及び管理の適正 

   化に関する法律に基づいた点検・検査は暖房切替時に行うこと。 

（４）報告 

有資格者による定期点検表の作成と報告及び簡易点検表の作成と報告をし、 

速やかに書面をもって報告すること。 

 

５ 留意事項 

（１）保守点検に必要な消耗品については、受注者の負担とする。なお、保守点検に

係る光熱水費は発注者の負担とする。 

（２）業務にあたっては、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律

（フロン排出抑制法）」に基づき、点検・検査を行うこと。なお、点検・検査を

行う者は冷媒フロン類取扱技術者等の資格を持つ、十分な知見を有する者が行う

こととする。 

（３）関係法令の規定を遵守し、安全対策に十分に配慮すること。また、来庁者や職

員の妨げとならないよう配慮すること。 

（４）作業時には養生をするなどし、環境美化に努めること。  

 （５）作業時に故障等を発見した場合は、速やかに報告すること。 

 

６ その他本仕様書に定めのない事項については、発注者、受注者協議のうえ行うこと。 



庁舎名 階数 設置場所 うち加湿

HEX-D1 HEX-D102 三菱電機㈱ LGH-N65RKX2 一 1 総合政策課、市民活力推進課 3 3
〃 HEX-D103 三菱電機㈱ LGH-N50RKX2 一 1 能代教育事務所 1 1
〃 HEX-D104 三菱電機㈱ LGH-N35RKX2 一 1 入札室 1 1
〃 HEX-D105 三菱電機㈱ LGH-N65RKX2 一 1 契約検査課 2 2
HEX-D2 HEX-D201 三菱電機㈱ LGH-N50RKX2 一 2 副市長室 1 1
〃 HEX-D202 三菱電機㈱ LGH-N35RKX2 一 2 市長室 1 1
〃 HEX-D203 三菱電機㈱ LGH-N50RKX2 一 2 市長応接室 1 1
〃 HEX-D204 三菱電機㈱ LGH-N35RKX2 一 2 総務課（秘書係） 1 1
〃 HEX-D205 三菱電機㈱ LGH-N50RKX2 一 2 総務課 2 2
HEX-D3 HEX-D301 三菱電機㈱ LGH-N35RKX2 一 3 組合事務所 1 1
〃 HEX-D302 三菱電機㈱ LGH-N65RKX2 一 3 会議室11 1 1
〃 HEX-D303 三菱電機㈱ LGH-N50RKX2 一 3 財政課 2 2
〃 HEX-D304 三菱電機㈱ LGH-N50RKX2 一 3 会議室12 1 1
〃 HEX-D305 三菱電機㈱ LGH-N50RKX2 一 3 監査委員事務局 1 1
〃 HEX-D306 三菱電機㈱ LGH-N50RKX2 一 3 選挙管理委員会事務局 1 1
〃 HEX-D307 三菱電機㈱ LGH-N35RKX2 一 3 記者室 1 1
HEX-N1 HEX-N101 三菱電機㈱ LGH-N25CKS 新 1 宿直室 1 1
〃 HEX-N102 三菱電機㈱ LGH-N25CKS 新 1 管理室 1 1
〃 HEX-N103 三菱電機㈱ LGH-N50CX 新 1 売店 1
〃 HEX-N104 三菱電機㈱ LGH-N65RKX2 新 1 市民交流スペース 2 2
HEX-N2 HEX-N201 三菱電機㈱ LGH-N50RX 新 2 男子ロッカー室 1
〃 HEX-N202 三菱電機㈱ LGH-N50RX 新 2 女子ロッカー室 1
HEX-N3 HEX-N301 三菱電機㈱ LGH-N80RKX2 新 3 会議室9 1 1
〃 HEX-N302 三菱電機㈱ LGH-N80RKX2 新 3 会議室10 1 1 ※
HEX-S1 HEX-S101 三菱電機㈱ LGH-N65RKX2 新 1 会議室1・2 2 2
〃 HEX-S102 三菱電機㈱ LGH-N35CX 新 1 相談室1～8（6は書庫） 8
〃 HEX-S103 三菱電機㈱ LGH-N65RKX2 新 1 福祉課～会計課 6 6
〃 HEX-S104 三菱電機㈱ LGH-N65RKX2 新 1 銀行窓口前 1 1
〃 HEX-S105 三菱電機㈱ LGH-N65RX 新 1 市民ギャラリー西 2
〃 HEX-S106 三菱電機㈱ LGH-N50RX 新 1 市民ギャラリー東 2
HEX-S2 HEX-S201 三菱電機㈱ LGH-N25CX 新 2 EVホール西 1
〃 HEX-S202 三菱電機㈱ LGH-N25CX 新 2 相談室10～13 4
〃 HEX-S203 三菱電機㈱ LGH-N25CX 新 2 男子・女子休憩室 2
〃 HEX-S204 三菱電機㈱ LGH-N35RKX2 新 2 廊下西・観光振興課 2 2 ※
〃 HEX-S205 三菱電機㈱ LGH-N50RKX2 新 2 環境衛生課・都市整備課・水道課・下水道課 4 4 ※
〃 HEX-S206 三菱電機㈱ LGH-N50RKX2 新 2 子育て支援課・都市整備課・道路河川課 3 3 ※
〃 HEX-S207 三菱電機㈱
〃 HEX-S208 三菱電機㈱ LGH-N65RX 新 2 印刷室 1
〃 HEX-S209 三菱電機㈱ LGH-N50RKX2 新 2 商工労働課、エネルギー産業政策課 2 2
〃 HEX-S210 三菱電機㈱ LGH-N35RKX2 新 2 林業木材振興課 2 2
〃 HEX-S211 三菱電機㈱ LGH-N50CKS 新 2 会議室3・4 2 2
〃 HEX-S212 三菱電機㈱ LGH-N50RX 新 2 市民ギャラリー東 1
HEX-S3 HEX-S301 三菱電機㈱ LGH-N35RKX2 新 3 議会図書室 1 1
〃 HEX-S302 三菱電機㈱ LGH-N50CKS 新 3 ラウンジ 1 1
〃 HEX-S303 三菱電機㈱ LGH-N25CKS 新 3 議員控室1～4 4 4
〃 HEX-S304 三菱電機㈱ LGH-N50CKS 新 3 議員控室5 1 1
〃 HEX-S305 三菱電機㈱ LGH-N50CKS 新 3 電算室 1 1
〃 HEX-S306 三菱電機㈱ LGH-N50CKS 新 3 地域情報課 1 1
〃 HEX-S307 三菱電機㈱ LGH-N25CKS 新 3 総合防災課 1 1
〃 HEX-S308 三菱電機㈱ LGH-N25CKS 新 3 防災無線室 1 1
〃 HEX-S309 三菱電機㈱ LGH-N35RKX2 新 3 災害対策本部室 1 1
〃 HEX-S310 三菱電機㈱ LGH-N50RKX2 新 3 議会事務局 1 1
〃 HEX-S311 三菱電機㈱ LGH-N35RKX2 新 3 正副議長室 1 1
〃 HEX-S312 三菱電機㈱ LGH-N80RX 新 3 傍聴ロビー 2
〃 HEX-S313 三菱電機㈱ LGH-N50RKX2 新 3 会議室5・6 2 2
〃 HEX-S314 三菱電機㈱ LGH-N65RKX2 新 3 会議室7・8 2 2
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◎庁舎名…　「新」＝新庁舎、「一」＝第一庁舎

※吊ボルトの脱着の必要あり。（計５ヶ所）

備考

【全熱交換器】

　（欠番）

計

機器一覧表①

機器名称 メーカー 型番
設置場所 台数



■空冷ヒートポンプ式マルチエアコン

庁舎名 階数 設置場所
【天井カセット型（ＥＨＰ）】
EHP-D1 EHP-D101 ダイキン工業㈱ FXYFP28MG 一 1 倉庫 1
〃 EHP-D102 ダイキン工業㈱ FXYFP28MJ 一 1 総合政策課 6
〃 EHP-D103 ダイキン工業㈱ FXYFP28MJ 一 1 市民活力推進課 4
〃 EHP-D104 ダイキン工業㈱ FXYFP45MJ 一 1 能代教育事務所 2
〃 EHP-D105 ダイキン工業㈱ FXYFP36MJ 一 1 入札室 1
〃 EHP-D106 ダイキン工業㈱ FXYFP36MJ 一 1 契約検査課 3
〃 EHP-D107 ダイキン工業㈱ FXYFP28MG 一 1 男子ロッカー室 1
EHP-D2 EHP-D201 ダイキン工業㈱ FXYFP80MJ 一 2 書庫 1
〃 EHP-D202 ダイキン工業㈱ FXYFP45MJ 一 2 副市長室 2
〃 EHP-D203 ダイキン工業㈱ FXYFP45MJ 一 2 市長室 1
〃 EHP-D204 ダイキン工業㈱ FXYFP45MJ 一 2 市長応接室 2
〃 EHP-D205 ダイキン工業㈱ FXYFP28MJ 一 2 待合スペース 1
〃 EHP-D206 ダイキン工業㈱ FXYFP45MJ 一 2 総務課（秘書係） 1
〃 EHP-D207 ダイキン工業㈱ FXYFP28MJ 一 2 総務課 7
EHP-D3 EHP-D301 ダイキン工業㈱ FXYFP80MJ 一 3 組合事務所 1
〃 EHP-D302 ダイキン工業㈱ FXYFP71MJ 一 3 会議室11 2
〃 EHP-D303 ダイキン工業㈱ FXYFP56MJ 一 3 財政課 3
〃 EHP-D304 ダイキン工業㈱ FXYFP56MJ 一 3 会議室12 2
〃 EHP-D305 ダイキン工業㈱ FXYFP45MJ 一 3 監査委員事務局 2
〃 EHP-D306 ダイキン工業㈱ FXYFP45MJ 一 3 選挙管理委員会事務局 2
〃 EHP-D307 ダイキン工業㈱ FXYFP56MJ 一 3 記者室 1
EHP-N101 EHP-N101 ダイキン工業㈱ FXYFP28MG 新 1 EVホール 1
〃 EHP-N102 ダイキン工業㈱ FXYFP45MG 新 1 売店 1
EHP-N2 EHP-N201 ダイキン工業㈱ FXYFP36MG 新 2 EVホール南北 2
〃 EHP-N202 ダイキン工業㈱ FXYFP112MG 新 2 男子・女子ロッカー室 2
〃 EHP-N203 ダイキン工業㈱ FXYFP112MG 新 2 書庫4 2
EHP-N3 EHP-N301 ダイキン工業㈱ FXYFP36MG 新 3 EVホール南北 2
〃 EHP-N302 ダイキン工業㈱ FXYFP71MG 新 3 会議室9・10 4
〃 EHP-N303 ダイキン工業㈱ FXYFP112MG 新 3 書庫3 2
EHP-S1 EHP-S101 ダイキン工業㈱ FXYFP71MG 新 3 EVホール西 1
〃 EHP-S102 ダイキン工業㈱ FXYFP56MG 新 3 議会事務局 2
〃 EHP-S103 ダイキン工業㈱ FXYFP36MG 新 3 正副議長室 2
EHP-S2 EHP-S201 ダイキン工業㈱ FXYFP56MG 新 3 議会図書室 1
〃 EHP-S202 ダイキン工業㈱ FXYFP71MG 新 3 ラウンジ 1
〃 EHP-S203 ダイキン工業㈱ FXYFP90MG 新 3 議員控室1 1
〃 EHP-S204 ダイキン工業㈱ FXYFP36MG 新 3 議員控室2～4 3
〃 EHP-S205 ダイキン工業㈱ FXYFP45MG 新 3 議員控室5 1
EHP-S3 EHP-S301 ダイキン工業㈱ FXYFP36MG 新 3 サーバ室 1
EHP-S4 EHP-S401 ダイキン工業㈱ FXYFP36MG 新 3 電算室 2
EHP-S5 EHP-S501 ダイキン工業㈱ FXYFP36MG 新 3 地域情報課 2
EHP-S6 EHP-S601 ダイキン工業㈱ FXYFP36MG 新 3 防災無線室 1
〃 EHP-S602 ダイキン工業㈱ FXYFP36MG 新 3 総合防災課 2
EHP-S7 EHP-S701 ダイキン工業㈱ FXYFP71MG 新 3 災害対策本部室 4
EHP-S8 EHP-S801 ダイキン工業㈱ FXYFP90MG 新 3 会議室5・6 2
〃 EHP-S802 ダイキン工業㈱ FXYFP28MG 新 3 EVホール東 1
〃 EHP-S803 ダイキン工業㈱ FXYFP71MG 新 3 会議室7・8 4
EHP-S9 EHP-S901 ダイキン工業㈱ FXYFP45MG 新 3 傍聴ロビー 3

96
【天井埋め込み型（ＥＨＰ）】
EHP-S9 EHP-S902 ダイキン工業㈱ FXYMP45C 新 3 傍聴ロビー 2
【床置き型（ＥＨＰ）】
EHP-S10 EHP-S1001 ダイキン工業㈱ FVYCP450MAR 新 3 議場 1
【壁掛け型エアコン（ＥＨＰ）】
AC-N1 AC-N101 ダイキン工業㈱ PAC-40RV 新 1 管理室・宿直室 2
◎庁舎名…　「新」＝新庁舎、「一」＝第一庁舎

台数
設置場所

機器一覧表②

計

機器名称 メーカー 型番



■水冷ヒートポンプ式マルチエアコン

庁舎名 階数 設置場所

【天井カセット型（WHP）】

WHP-S1 WHP-S101 ダイキン工業㈱ FXYFP45MG 新 1 会議室2 2

〃 WHP-S102 ダイキン工業㈱ FXYKP28C 新 1 授乳室 1

〃 WHP-S103 ダイキン工業㈱ FXYFP56MG 新 1 会議室1 2

〃 WHP-S104 ダイキン工業㈱ FXYKP28C 新 1 相談室1～6（6は書庫） 6

WHP-S3 WHP-S301 ダイキン工業㈱ FXYFP36MG 新 1 EVホール西 1

〃 WHP-S303 ダイキン工業㈱ FXYKP28C 新 1 相談室7・8 2

〃 WHP-S304 ダイキン工業㈱ FXYFP90MG 新 1 会議室3 1

WHP-S4 WHP-S401 ダイキン工業㈱

〃 WHP-S402 ダイキン工業㈱ FXYKP28C 新 2 相談室11 1

〃 WHP-S403 ダイキン工業㈱ FXYKP36C 新 2 相談室10 1

〃 WHP-S404 ダイキン工業㈱ FXYFP36MG 新 2 男子休憩室 1

〃 WHP-S405 ダイキン工業㈱ FXYFP45MG 新 2 女子休憩室 1

〃 WHP-S407 ダイキン工業㈱ FXYFP56MB 新 2 印刷室 1

WHP-S5 WHP-S503 ダイキン工業㈱ FXYKP28C 新 2 相談室12・13 2

WHP-S6 WHP-S601 ダイキン工業㈱ FXYFP80MG 新 2 EVホール西 1

WHP-S7 WHP-S703 ダイキン工業㈱ FXYFP71MG 新 3 会議室3・4 1

24

【床置き型（ＷＨＰ）】

WHP-N1 WHP-N101 ダイキン工業㈱ FXYWUP224MC 新 1 市民交流スペース 2

WHP-S1 WHP-S105 ダイキン工業㈱ FXYWUP140MC 新 1 福祉課・長寿いきがい課 2

WHP-S2 WHP-S201 ダイキン工業㈱ FXYWUP140MC 新 1 市民保険課・税務課・会計課 5

WHP-S3 WHP-S302 ダイキン工業㈱ FXYWUP140MC 新 1 市民ギャラリー東西 4

WHP-S4 WHP-S406 ダイキン工業㈱ FXYWUP140MC 新 2 環境衛生課・子育て支援課 3

WHP-S5 WHP-S501 ダイキン工業㈱ FXYWUP140MC 新 2 都市整備課・道路河川課・水道課 4

〃 WHP-S502 ダイキン工業㈱ FXYWUP224MC 新 2 下水道課 1

WHP-S6 WHP-S602 ダイキン工業㈱ FXYWUP224MC 新 2 商工労働課・エネルギー産業政策課・農業振興課 2

WHP-S7 WHP-S701 ダイキン工業㈱ FXYWUP224MC 新 2 林業木材振興課・農業委員会事務局 2

〃 WHP-S702 ダイキン工業㈱ FXYWUP140MC 新 2 観光振興課 1

〃 WHP-S704 ダイキン工業㈱ FXYWUP140MC 新 2 市民ギャラリー東 1

27
◎庁舎名…　「新」＝新庁舎、「一」＝第一庁舎

台数

　（欠番）

計

機器一覧表③

計

機器名称 メーカー 型番
設置場所



清掃回数表

設備名称 台数 業務内容 清掃回数 清掃時期（目安）

全熱交換器 26 フィルター清掃 年１回 ５月

全熱交換器 69 加湿フィルター清掃 年１回 ５月

天井カセット型（ＥＨＰ） 96 フィルター清掃 年２回 ５月、１０月

天井埋め込み型（ＥＨＰ） 2 フィルター清掃 年２回 ５月、１０月

床置き型（ＥＨＰ） 1 フィルター清掃 年２回 ５月、１０月

壁掛け型エアコン（ＥＨＰ） 2 フィルター清掃 年２回 ５月、１０月

天井カセット型（ＷＨＰ） 24 フィルター清掃 年２回 ５月、１０月

床置き型（ＷＨＰ） 27 フィルター清掃 年２回 ５月、１０月

※実施時期は、冷房切替時と暖房切替時を基本とし、発注者と協議のうえ、決定すること。

　（清掃場所によっては、休日作業となる。）

■フィルター清掃（高圧洗浄含む。）



新庁舎空気調和設備　室外機一覧

冷房 暖房 圧縮機

1 ダイキン工業㈱ RXYP140DE 14.0 kW 16.0 kW 7.5kW未満 北棟4F 設備スペース

1 ダイキン工業㈱ RXYP560DE 56.0 kW 63.0 kW 7.5kW以上 北棟4F 設備スペース ○

1 ダイキン工業㈱ RXYP615DE 61.5 kW 69.0 kW 7.5kW以上 北棟4F 設備スペース ○

1 ダイキン工業㈱ RXYP280DE 28.0 kW 31.5 kW 7.5kW未満 南棟2F 設備スペース

1 ダイキン工業㈱ RXYP400DE 40.0 kW 45.0 kW 7.5kW以上 南棟2F 設備スペース ○

1 ダイキン工業㈱ RXYP140DE 14.0 kW 16.0 kW 7.5kW未満 北棟4F 設備スペース

1 ダイキン工業㈱ RXYP140DE 14.0 kW 16.0 kW 7.5kW未満 北棟4F 設備スペース

1 ダイキン工業㈱ RXYP140DE 14.0 kW 16.0 kW 7.5kW未満 北棟4F 設備スペース

1 ダイキン工業㈱ RXYP140DE 14.0 kW 16.0 kW 7.5kW未満 北棟4F 設備スペース

1 ダイキン工業㈱ RXYP160DE 16.0 kW 18.0 kW 7.5kW未満 北棟4F 設備スペース

1 ダイキン工業㈱ RXYP560DE 56.0 kW 63.0 kW 7.5kW以上 北棟4F 設備スペース ○

1 ダイキン工業㈱ RXYP280DE 28.0 kW 31.5 kW 7.5kW未満 南棟2F 設備スペース

1 ダイキン工業㈱ RXYP450DE 45.0 kW 50.0 kW 7.5kW以上 北棟4F 設備スペース ○

1 ダイキン工業㈱ PAC-40RV（E） 8.0 kW 9.4 kW 7.5kW未満 北棟4F 設備スペース

14

第一庁舎空気調和設備　室外機一覧

冷房 暖房 圧縮機

1 ダイキン工業㈱ RXYP670DAE 69.0 kW 75.0 kW 7.5kW以上 北棟4F 設備スペース ○

1 ダイキン工業㈱ RXYP615DAE 61.5 kW 69.0 kW 7.5kW以上 北棟4F 設備スペース ○

1 ダイキン工業㈱ RXYP730DAE 73.0 kW 82.5 kW 7.5kW以上 北棟4F 設備スペース ○

3

※新庁舎の水冷（WHP）室外機は保守点検に含まないので記載しません。
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環境デザイン・環設計・ライフ共同企業体

一級建築士建設大臣登録 第48156号  斎藤　義　 facsimile 03-5575-7179

〒106-0032 東京都港区六本木5丁目12番22号永坂ビル

一級建築士事務所  東京都知事登録  第9955号   telphone  03-5575-7171

KAP

印

印

工事名称

図面名称

作成年月日

図面番号縮  尺

能代市庁舎整備事業 新庁舎 空気調和設備工事

特　記 株式会社

tel 03-5302-2661 / fax 03-5302-2670

一級建築士　大臣登録　第272618号

一級建築士事務所　東京都知事登録　第56306号

〒151-0053　東京都渋谷区代々木3-1-1　YKD代々木ビル3階

構造設計一級建築士　　第5308号 桐野康則

設備設計一級建築士　　第2080号 遠藤　義浩

株式会社 建築設備設計研究所
〒105-0001　東京都港区虎ノ門1丁目22番12号　SVAX　TSビル5階

一級建築士　大臣登録　第216692号

tel 03-6891-1201 / fax 03-3595-6677

一級建築士事務所　東京都知事登録　第22614号

印
M-

12月26日

平成26年
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環境デザイン・環設計・ライフ共同企業体

一級建築士建設大臣登録 第48156号  斎藤　義　 facsimile 03-5575-7179

〒106-0032 東京都港区六本木5丁目12番22号永坂ビル

一級建築士事務所  東京都知事登録  第9955号   telphone  03-5575-7171

KAP

印

印

工事名称

図面名称

作成年月日

図面番号縮  尺

能代市庁舎整備事業 新庁舎 空気調和設備工事

特　記 株式会社

tel 03-5302-2661 / fax 03-5302-2670

一級建築士　大臣登録　第272618号

一級建築士事務所　東京都知事登録　第56306号

〒151-0053　東京都渋谷区代々木3-1-1　YKD代々木ビル3階

構造設計一級建築士　　第5308号 桐野康則

設備設計一級建築士　　第2080号 遠藤　義浩

株式会社 建築設備設計研究所
〒105-0001　東京都港区虎ノ門1丁目22番12号　SVAX　TSビル5階

一級建築士　大臣登録　第216692号

tel 03-6891-1201 / fax 03-3595-6677

一級建築士事務所　東京都知事登録　第22614号

印
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12月26日

平成26年
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26.0

26.環境への配慮

1/100

1/50

特記事項

工　事　名

図　面　名

図面番号縮　尺

日　付 平成　２７年　２月　６日

設計チーム木 〒016-0000

秋田県能代市字塞の神73

Tel・Fax 0185-52-6140

一級建築士事務所　第14-10A-1080号 

設計チーム木 

協 同 組 合
藤田　剛

一級建築士登録　第319016号 

代表理事

管理建築士 

西方里見
藤田剛西方里見 阿部征巳 阿部征巳

検図承認 担当 製図

4.FF式給排気筒の保温２

陶器類

　 下水道　　　　 浄化槽（　　　　　）　　 　（　　　　　　　）

　40％

　50％

7.機材の品質等

※官公署届出書類

　　　　支持金物

1   洗浄弁は不凍結形節水弁(ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾚｰｶ付き) とする。(5-1.1.2)

7.機器の据え付け

10.銅管の保護管 　ＦＦ温風機等の油配管用途に銅管を使用するときは保護管

Ⅰ　工　事　概　要

空気調和設備   

暖 房 設 備

冷 房 設 備

換 気 設 備

排 煙 設 備

自動制御設備

備   考空気調和･暖房･冷房設備 給排水衛生設備

衛生器具設備

給 水 設 備

ガ ス 設 備

備   考 そ の 他 設 備 備   考

昇 降 機 設 備

厨房機器設備

浄 化 槽 設 備

Ⅲ　設　備　概　要

項　　　　目章 特　　　記　　　事　　　項

1.適用基準

給 湯 設 備

消 火 設 備

排水通気設備

１．工 事 名

２．工事場所

３．敷地面積

４．構造規模

延べ床面積

建 築 面 積

階 　 数

構 　 造

棟 名 称

・地表面粗度区分

・風速（Ｖｏ）

Ⅱ　工　事　種　目

医療ガス設備

（ 　印適用）

建物ごとに下記の種目に区分する（　　印適用）

方　　　式 設　　　　備　　　　概　　　　要

方　　式 　 空気調和　　 暖冷房　　 温水暖房　　 温風暖房

　 蒸気暖房　　 床暖房

空気調和方式等 放 熱 器 　空気調和機　　ＦＣＵ　　パッケージ　　ＣＶ

　ＦＣＶ　　　　パネル

熱　　源 　ボイラー　　温水発生機　　冷凍機　　冷温水発生機

主 熱 源 （　　　　）ｋＷ　×（　　）台

熱 源 燃 料 等

オイルタンク

給　水　方　式

　灯油　　Ａ重油(１号)　　都市ガス　  　（　　　　 ）

　地下式　　　地上式　　　　　容量（　　　）ｍ3

　 水道直結方式　　　 高置タンク方式　　　 圧力タンク方式

　 タンクレスブースター方式

汚水等処理方式

給　湯　方　式 　 局所式　　　　 中央式

消 火 設 備 方 式 　１号　 　易操作性１号 　　２号　〔　湿式　　乾式〕

　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ

　特殊消火

　そ の 他

ガ ス 設 備 方 式

　 湿式　　　　　乾式

　 連結送水管  　屋外消火栓

　屋内消火栓

　液化石油ガス

　※　取り付ける　　　　　　　　取り付けない

  箇所は下記とする。
　取り付ける瞬間流量計は３２ｍｍﾋﾟﾄｰ管流量計を標準とし、取付

　　1  冷凍機または冷温水発生機の冷水出口

　　　　　ｶﾊﾞｰ 　として備える。なお、ｴｱｺﾝ屋外機(冷房専用)には屋外機全体を覆
　ﾌｧﾝ部分を覆う冬期養生用ｶﾊﾞｰ(合成帆布6号相当品)を付属品

  う冬期養生用ｶﾊﾞｰ(ﾒｰｶｰ標準品)を付属品として備える。

22.瞬間流量計

23.冬期養生用

　止ｶﾊﾞｰを取付ける。
　電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ、遠赤外線ﾋｰﾀｰのｻｰﾓｽﾀｯﾄ温度調節部には、いたずら防

　　　　　ﾋｰﾀｰ
24.凍結防止

25.FF式暖房機給
排気筒の保護

保護ｶﾞｰﾄﾞの取り付け箇所は図示による。

1.準 拠 事 項 　前章（空気調和・暖房・冷房設備）の16.、17.に準ずる。

2.厨房用
　　　排気ﾌｰﾄﾞ

　1   ｽﾃﾝﾚｽ製 Ⅱ形とし、本体およびﾌｰﾄﾞ囲いは、ｽﾃﾝﾚｽ製(厚1.0mm)
　　　とする。
　2   吊りﾎﾞﾙﾄは亜鉛ﾒｯｷ製とし、露出部のﾎﾞﾙﾄの端部にはｽﾃﾝﾚｽ製の

3.厨房用
　　　排気ﾀﾞｸﾄ

　1   ※ 亜鉛鉄板　　　　 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板（SUS304）
　2   ※ ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法　　　　ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法

　　　ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

1.排煙口の形式 　　　可動羽根（ｽﾘｯﾄ共）　　　　　可動ﾊﾟﾈﾙ

2.排煙口解放装置 　　　ﾜｲﾔｰ式　　　　　電気式

　板厚は高圧ﾀﾞｸﾄによる。3.排煙ﾀﾞｸﾄ

８
自
動
制
御
設
備

1.ｼｽﾃﾑ構成

2.機器類の
　　　取り付け

　室内設置のｻｰﾓｽﾀｯﾄ、ﾋｭｰﾐﾃﾞｨｽﾀｯﾄはｹｰｽ付きとし、標準取付け高さは
　原則として床上1,300mm （中心）とする。

3.凍結防止対策 　別紙仕様による。                                  

1.一般事項

2.洗浄弁及び
　　　　ﾛｰﾀﾝｸ 2   ﾛｰﾀﾝｸは防露式とする。

3.便　座 　洋風便器は暖房便座とする。       　　　　　　　　　(5-1.1.2)
　その他、付属機器は次とする。
　温水洗浄式便座(   貯湯式　　瞬間式)　 温風乾燥機能　 脱臭機能

10 1.給　水　源 　　 上水道    　 井　水      　その他（　　　　）

2.水道加入金 　　 本工事    ※ 別  途

3.受水槽、
　　　　高置水槽

※
※

　上水道直結部分の施工は水道事業者の給水規定による。4.その他

1.ｶﾞｽ給湯器等 　ｶﾞｽ供給者の承認する製品とし、液化石油ｶﾞｽ器具に該当するもの
　は法令等に基づく技術上の基準によるものとする。

2.湯沸器の排気筒 　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板製とし､いんぺい部は断熱材(ﾛｯｸｳｰﾙ50mm+きっ甲金網）、
　露出部は、（ﾛｯｸｳｰﾙ50mm+着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ）で覆い、直接屋外へ排気
　する。

12

消
火
設
備

1.消火ﾎﾟﾝﾌﾟ用
　　　　制御盤

　消火ﾎﾟﾝﾌﾟ用制御盤は製造者標準仕様とするが、盤内には起動ﾘﾚｰ

2.消　火　器 　　　本工事　　　　※　別　途
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1.ﾎﾟﾝﾌﾟ 1   ﾎﾟﾝﾌﾟ廻りのﾌﾗﾝｼﾞ用ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄはｽﾃﾝﾚｽ製とする。

汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ　　　※　脱着装置付　　　　　　固定式
湧水ﾎﾟﾝﾌﾟ　　　※　脱着装置付　　　　　　固定式
その他(　　　) ※　脱着装置付　　　　　　固定式

3   水中ﾎﾟﾝﾌﾟの銘板はﾎﾟﾝﾌﾟ本体の他、最寄りの壁に設ける。

2.桝の規格 　PP桝、小口径桝を使用する場合はVPｿｹｯﾄを使用する。
(5-1.8.1～1.8.8)

　汚水桝、雑排水桝の規格は下表による。

記      号 内法寸法(mm) 埋設深さ(mm) 防臭蓋

Ａ（市販品）
Ｂ（現場打）

450×450
Ａ（市販品）

600×600
Ａ（市販品）
Ｂ（現場打）

Ｂ（現場打）ＲＣ－２

ＲＣ－３

Ａ（公設桝）

ＭＨＡ600

ＭＨＢ600

ＭＨＤ600

（公設蓋）

　レジコン

　鋳鉄　　

　レジコン

　鋳鉄　　

　レジコン

　鋳鉄　　

　塩ビ　　

　塩ビ　　

　注）1.ＳＣは汚水桝、ＲＣは雑排水桝を、ＰＰはﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製桝を、

　　　2.現場打ち桝の詳細は標準図による。
　　　3.埋設深さは管底深さを表す。
　　　4.防臭蓋（公設蓋を除く）は文字入りとする。

φ900

1,201 以上

φ300ＰＰ－１

ＰＰ－２ φ400

ＰＰ－３ φ450

ＰＶＣ－150 φ150

ＰＶＣ－200 φ200

1.一般事項 　ｶﾞｽ供給事業者の諸規定または液化石油ｶﾞｽに関する法律等により
　施工する。

3.標識板及び
　　　　　消火器

液化石油ｶﾞｽの貯蔵量が300kg以上の場合

1　　　標識板(ｱﾙﾐまたはｽﾃﾝﾚｽ製)
　　　※　本工事　　　　　別途

　　　　※　本工事　　　　　別途

1.厨房機器類

2.付属制御盤
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　基礎・保護ｽﾗﾌﾞ
　ｽﾗﾌﾞ寸法　　（　　　）m×（　　　）m

処理種別および処理対象人員

種　　別 小規模合併処理 合 併 処 理

基礎砕石 １００ｍｍ以上 １５０ｍｍ以上

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

（保護ｽﾗブ は除く）

基礎及び保護スラブ

コンクリート厚さ

配      筋

(鉄筋ＳＤ２９５Ａ)

コンクリート

設計基準強度

ヒューム管  φ２００

主　筋　　　φ１６×４本

帯　筋　　  φ１０　＠５００ｍｍ

コンクリート打込

ス  ラ  ブ ２１Ｎ／ｍ㎡（ＳＬ＝１８）

５０人以下

Ｄ１３－＠２００

（ダブル）

Ｄ１０－＠２００

（シングル）

５１～５００人以下

均しｺﾝｸﾘｰﾄ １８Ｎ／ｍ㎡（ＳＬ＝１５）

　型式認定表示は、本体の確認しやすい場所に設ける。

2  　ﾎﾟﾝﾌﾟ槽満水警報　　　　　　※　要　　　　　不要
1  　水中ﾎﾟﾝﾌﾟは自動交互運転とし、着脱式とする。

　　主開閉器には漏電遮断器、分岐回路には電動機保護用遮断器を設
　　ける。

1   製造者規格品とする。

2   故障表示は次とする。
　　　ﾌﾞｻﾞｰ　　　　赤色灯　　外部用無電圧Ａ接点（警報盤は別途）

3   制御盤の二次側電気工事は本工事とする。

　槽内の配管はｽﾃﾝﾚｽ鋼管又は硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管とし、支持金物は全て
　ｽﾃﾝﾚｽ製とする

　開口部となるﾏﾝﾎｰﾙ蓋は落下防止形とし、縞鋼板、合成木材及び
　FRP製蓋は鍵付又はSUS製ﾎﾞﾙﾄ止めとする。

　　　要　（ｱｸﾘﾙ板－A-2）　　　　　不要

　30日分を納入する。                             

　　　　建築工事
　　　　　　　有効高さ（梁下）　　（　　　）mm以上

　　　　　　　補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造

1  寸法　　　平面寸法　（　　　）mm×（　　　）mm

2   構造　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

3  仕上

　　　　　　　　　　木毛ｾﾒﾝﾄ板

　　　　　　　　　　その他

　　　　　　　　　　その他

　　(2)天井　　　　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ25tｶﾞﾗｽｸﾛｽ仕上げ

　　(3)内装    　　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ25tｶﾞﾗｽｸﾛｽ仕上げ

　　(4)外装　　　　吹付ﾀｲﾙ

　　及び仮設工事

　　　　　　　　　　 　不要

　　　　　　　　　　 　不要

1   基礎杭　　　　　 　要（※別途　　本工事）　　　不要

2   基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 　　要（※本工事　　別途）　　　不要

3   掘削・埋戻し      ※本工事　　　　　別途

4   山留工           　要　（　　  型　　　　m）

5   水替工           　要

　　　　　　　　　　　（　連続  　　作業時排水　〔　　　箇所〕）

ﾏﾝﾎｰﾙの嵩上げは300mm以下とする。それを超える場合は浄化槽の周囲
に鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製のﾋﾟｯﾄ（上面は縞鋼板の蓋付）を設ける。

1.該当機種 　　　　1 一般ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

機械設備改修工事特記仕様書

Ⅳ　機　械　設　備　工　事　仕　様

１ 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて公共建築改修工事標準仕様書

標準仕様書に記載されていない事項は、公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）平成

　(3)特記事項に記載の（　）内表示番号は標準仕様書、＜＞内表示番号は改修標準仕様書の
当該項目、当該図面又は当該表を示す。 2.

<2-7.5.2>
4.他工事との
　　　　　調整 建  築

補    強

スリーブ

●

● ●

●

● ●

補    強

仮    枠

補    強

●

●

●● ●

●● ●

防火戸閉鎖装置

切込

電  気 機  械

墨出

●

電動ｼｬｯﾀｰ

自動扉 ●

●

吊りボルト用インサート

●● ●

●● ●

●

●

●

閉鎖装置

二次側配線、操作ｽｲｯﾁ

二次側配管

床点検口、天井点検口

消火水槽用マンホール

●

●

●

1.設計温湿度

3.媒煙濃度計 取付箇所は図示による。 (3-1.1.10)

　ｵｿﾞﾝ層を破壊する物質が使用されていないものとし、種類は機器4.冷媒
　表による。

　表記が無い場合は、標準仕様書及び「ｸﾞﾘｰﾝ購入法」で定めるとこ
5.成績係数 　以下に該当する機器の成績係数は機器表による。なお、機器表に

　表記が無い場合は、標準仕様書及び「ｸﾞﾘｰﾝ購入法」で定めるとこ
　ろによる。

　特記がなければ、機器とｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄを接続する場合、ｱﾙﾐﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ6.機器の接続
　ﾀﾞｸﾄを１ｍ以内で使用してよいが、有効断面を損なわないよう取

　機器表による。

9.室外機 　28KW以下の室外機基礎高さはGL+150mmとし、溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上架台
　　基礎及び架台 　(H=300mm)を設ける。その他の機器および豪雪地における基礎、

　架台は図示による。

10.空調用ﾎﾟﾝﾌﾟ 　※ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ　　　　　ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ　　　　　その他（　　　　）

　　　軸封装置

　　　　　ﾀﾝｸ

11.空調用膨張 　※　密閉形隔膜式　　　　　開放形　　　　その他（　　　　）

                                          (3-1.13.5～1.13.6)

13.不  凍  液 　※　不要　　　要（工業用ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ30％濃度）

14.ｵｲﾙﾀﾝｸ

　　　　地下ｵｲﾙﾀﾝｸ

　　　　　　ﾀﾝｸ室（　　本工事　　　建築工事）　

　　　　 ※　鋼製強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製二重殻ﾀﾝｸ

　　　　［ 地下ﾀﾝｸ施工時の土留め ］

　　　　小型ﾀﾝｸ（防油堤共）

　　　　　　　 　 要［　　　型　     ｍ］　　 　 不要

　　　　屋内ｵｲﾙﾀﾝｸ

　　　　　　　　　 　 ２０型 １本  (       〃        )

                   　 １０型 １本  (       〃        )

　　(1)   消火器   　 ２０型 ２本　( ｽﾃﾝﾚｽ製格納箱共 )

　　(2)   標識板    　ｽﾃﾝﾚｽ製      　ｱﾙﾐ製

1   ｵｲﾙﾀﾝｸ種別は次による。

2 　消火器および標識板

3 　ﾌﾟﾛﾃｸﾀ内塗装

　　錆止め塗装後、ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装仕上とする。

　　　　ﾕﾆｯﾄ
15.定風量 　　　ﾒｶﾆｶﾙﾀｲﾌﾟ　　　　　風量ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ

16.ﾀﾞｸﾄの区分 　低圧とする。（高圧１，２の部位は図示による。）

17.矩形ﾀﾞｸﾄの
　　　　　　工法

　※　ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法（共板ﾌﾗﾝｼﾞ又はｽﾗｲﾄﾞｵﾝﾌﾗﾝｼﾞ）
　　　ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法

                                                 (3-1.15.13)

　　(配管はＬ形、ﾀﾞｸﾄには丸形とする。)
　標準仕様書、標準図による他、下記の箇所に取り付ける。

　1　空気調和機廻りの給気ﾀﾞｸﾄ、還気ﾀﾞｸﾄ及び外気ﾀﾞｸﾄ
　2　冷温水ﾍｯﾀﾞｰ(送り)及び冷温水ﾍｯﾀﾞｰの各還り管
　3　冷温水発生機や温水発生機の冷却水及び冷水･温水の出入口

18.温　度　計

19.吹出口及び吸

込口ﾎﾞｯｸｽ
※　亜鉛鉄板製 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ製

　法により指定された消火器及び標識板を槽最寄りの位置へ設置する。

(3-1.14.6)

　※ 要（送風機または空調機の出口側に設置する）  　 不  要21.風量測定口
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 <3-2.2.7.3>

　別紙仕様による。                                  <4-1.1.1>

厨
房
機
器
設
備

昇
　
　
降
　
　
機
　
　
設
　
　
備
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呼称 規格番号

　　給排水衛生設備工事　

給水管排水管
通
気
管

給
湯
管

消
火
管

ｶﾞｽ管

管種

雨
水
管

屋
内

埋
設

屋
内

埋
設

屋
内

屋
外
露
出

埋
設

用途

架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 JIS K 6769 水道用
ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 JIS K 6774 PEP
外面被覆鋼管 WSP 041 消火用
排水用塩ﾋﾞﾗｲﾆ
ﾝｸﾞ鋼管

WSP 042

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 JIS A 5372

耐火二層管
JIS K 6741
JIS K 9798

VP 繊維ﾓﾙﾀﾙ
RF-VP繊維ﾓﾙﾀﾙ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼
管

JIS G 3469
PLP
(参考）

密着一層型ﾎﾟﾘ
ｴﾁﾚﾝ被覆鋼管

JIS G 3469
PLS
(参考）

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ
被覆鋼管

－
PLV,VI
(参考）

ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ管
JIS K 6792
JIS K 6778

水道用

※

※ ※
※※

※

※

※

及びASは塩化ﾋﾞﾆﾙ管・継手協会規格を表す。
2. PP継手は青銅製とする。
3. 同一で管材の規格が異なる場合は図示による。

   内、CB内を示す。屋内とは露出、いんぺい、PS、ﾋﾟｯﾄ内を示す。
　　空調、暖冷房設備工事　

排水管
冷
媒
管

空
調
機

熱
源
機
械
室

呼称 規格番号 管種

JIS G 3452

耐熱性ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼
管

JIS G 3452
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 JWWA K 116

〃
WSP 011
JWWA K 140

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管
断熱材被覆銅管

JIS G 3448

AS-58
JIS K 9798
JIS K 6776

ﾋﾞﾆﾙ管

JIS K 6741

JIS K 6741

JIS K 9798
耐火二層管

白
黒
SGP-VB
SGP-VD

SGP-HVA
SGP-H-FVA
SGP-H-FCA

WSP 054

一般用

REP-VU
RF-VP
HT 耐熱用
VP 繊維ﾓﾙﾀﾙ
RF-VP繊維
ﾓﾙﾀﾙ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管 JIS G 3469 PLP(参考）
密着一層型ﾎﾟﾘｴﾁ
ﾚﾝ被覆鋼管

〃 PLS(参考）

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ
被覆鋼管

PLV,VI
（参考）

低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
被覆銅管

JIS H 3300 CU

架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 JIS K 6769
ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管 JIS K 6778

その他特記事項

※
※

※

4. 埋設とは土中、土間（FL-300mmまでは土間と同様とする）、ｺﾝｸﾘｰﾄ

1.配管材料 管材は下表による。
注）
1. JISは日本工業規格、JWWAは日本水道協会規格、WSPは日本水道鋼管協会規格

２ 特記仕様書の適用等

ウ　 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
エ　販売、保守等の営業体制が整えられていること。

イ　法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
ア　品質及び性能に関する試験データーが整備されていること。

また、備考欄等に参考型番が記載された機材は、当該商品または同等品を使用

8
9.化学物質を放散

する建築材料等

機器及び材料の選定

(1)JIS及びJASマーク等の認証機関のマーク表示のある機材

(3)秋田県認定リサイクル製品

(5)上記以外のもので以下のア～エの事項を満たすもの

鋼管

SGP-FVB

VP 一般用

－

<2-2.3.15>

梁、床、壁貫通部

壁埋込型機器類

天井埋込型機具類下地

軽量鉄骨壁の機器取付用の補強

機械室、電気室の設備機器の基礎

機械室、電気室の設備ﾋﾟｯﾄ(蓋含む)

自立制御盤の基礎

自立型ｱﾝﾃﾅの基礎

注）　複数箇所に●印のあるものは、各工事に適用する。

　り付ける。また、ﾀﾞｸﾄ用ﾃｰﾌﾟはｱﾙﾐﾆｳﾑ箔を使用する。
１ 天井いんぺい機器の吊り下げ金物は構造体へ直接取り付ける。
２ ｺﾝｸﾘｰﾄ外壁に取り付ける換気扇用木枠には防腐剤処理をほどこす。

8.防震架台
　※屋内および屋上設置機器の架台は防震架台とする。

12.放熱器の
　　　　取り付け

　放熱器と温水管との接続には、必要に応じて架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管及びﾎﾟ

　ﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管、並びに銅製又はｽﾃﾝﾚｽ製のﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞを使用しても良
い。

　施工箇所は図示による。                         <3-2.2.7.1>

      袋ﾅｯﾄを取り付ける。

4.耐薬品ﾀﾞｸﾄ、

１  緊急用水栓　　　　要　　　  　不要
２  緊急遮断弁　　　　要　　　　　不要
３  水槽廻りのﾌﾗﾝｼﾞ用ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄは全てｽﾃﾝﾚｽ製とする。

　取り付けｽﾍﾟｰｽを設ける。

2   水中ﾎﾟﾝﾌﾟ着脱装置

ガ
　
ス
　
設
　
備

14

 <6-1.1.1>

　　器具付属の制御盤は、製造者標準品とする。

16

　　　　　　　　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し

　　　　　　　　　　ｱｸﾘﾙｼﾘﾝ

　　　　　　　　　　その他

　　(5)屋根　　　　ｼｰﾄ防水

　　　　　　　　　　その他

　　　　　　　　　　無し

　　(6)出入口  　　防音　　　　　普通

　　(7)窓　　　　　ｱﾙﾐｻｯｼ（　　）mmW×（　　）mmH

　　となる風量を第3種換気方式（自動）で行う。

　　　　　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

4   機械室の換気は室内温度が35℃以下（外気温度30℃のとき）

5   照明器具　　　防滴形蛍光灯（ｶﾞｰﾄﾞ付）（　　　W　　　灯）

※秋田県機械設備工事監督実施要領(秋田県建設交通部監修)(平成16年版)
※秋田県機械設備工事施工管理要領(秋田県建設交通部監修)(平成16年版)
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１

一

般

共
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事

項

２

配

管

工

事

　　(1)床　　　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち金ｺﾞﾃ仕上げ

　　　　　　　　　　ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ仕上げ

　注）　ｽﾗﾌﾞは金ｺﾞﾃ仕上げとし、水切り勾配を付ける。

　仕様は図示による。

用途
蒸気管 油管冷

温
水
管

冷
却
水
管

給
気
管

還
り
管

屋
内

屋
外
露
出

埋
設

※ ※
※ ※ ※

※

※

※

JIS G 3452 白
〃 黒

鋼管

鋼管

塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ JWWA K 116
〃

WSP 011

SGP-VB
SGP-VD

耐熱性ﾗｲﾆﾝｸﾞ
鋼管

JWWA K 140 SGP-HVA

ﾎﾟﾘ粉体鋼管
JWWA K 132

〃
WSP 039

SGP-PB
SGP-PD
SGP-FPB

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管
JIS G 3448
JWWA G 115
JWWA G 119

一般用
水道用
水道用波状

銅管 JIS H 3300 Ｍ型

ビニル管

JIS K 6742 VP 水道用
JIS K 6742 HIVP 耐衝撃性
JIS K 6741
JIS K 6741
JIS K 6776 HTVP 耐熱用
AS-58 REP-VU
JIS K 9798
JIS K 9797

RF-VP
RS-VU

JIS K 6762 水道用

※※

※
※

※

※ ※
※ ※

※

SGP-FVB

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
JWWA K 144 水道配水用 ※

ロックウール グラスウール

温　水　管

蒸　気　管

※

※

※

※

※

2.空気調和設備
　　工事の保温

　 1  凍結の恐れのある水配管

　　　水圧試験を空気圧試験(最大常用圧力の1.5倍、または最高

　　　験を実施する。

　　　空気圧試験の最小圧力は0.1MPaとする。
　 2  油配管

　　　4. 保護管内での銅管の接続はしない。
　　　3. 屋外の保護管は曲がり部分も含む。
　　　2. 屋外（屋外埋設、土間埋設）
　注．1. 屋内（露出、いんぺい、間仕切り内）

屋                  内 屋          外

銅管外径 銅管外径保護管径保護管径 保護管径保護管吊り間隔

１０ ２０ １.０ｍ １０ ５０

５０１.０ｍ１５

    及び吊り間隔

　　保護の方法、範囲については図示による。

※　保護埋設　　　　　　直埋設

2 埋設油管

1 一般事項

　ﾋﾟｯﾄ内の吊ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ、支持金具はｽﾃﾝﾚｽ製とする。

　　　※　つば付き鋼管製　　　　亜鉛鉄板製

人造石とぎ出し製　※ ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製　　 樹脂製　　 ｽﾃﾝﾚｽ鋼製

３

保

温

・

塗

装

及

び

防

錆

工

事

遮断弁　　　　電気式　　　機械式

5.水　栓　柱

6.ｽﾘｰﾌﾞ

7.絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ

8.吊りﾎﾞﾙﾄ及び支持金物

9.埋設配管

11.試験

　ﾀﾞｸﾄ（排気ﾌｰﾄﾞを含む）で見え掛り範囲は調合ﾍﾟｲﾝﾄ（つやけし）　ﾀﾞｸﾄ（排気ﾌｰﾄﾞを含む）で見え掛り範囲は調合ﾍﾟｲﾝﾄ（つやけし）6.ﾀﾞｸﾄ塗装
　※　保温化粧ｹｰｽ(樹脂製)　　　その他（　　　　）(2-3.1.4)5.冷媒管の外装

　特記なき場合は下記による。（●印適用）

機器への接続

　形 式:　※ 固定形　　　 着脱可能形　（※全数　　図示による）

　　3  冷凍機または冷温水発生機の冷却水出口

　　6  冷温水ﾍｯﾀﾞｰの各送り管
　　5  空気調和機の冷温水入口
　　4  ﾎﾞｲﾗｰまたは熱交換機の温水出口

　　2  冷凍機または冷温水発生機のブライン出口

　実験、試験用に供するﾀﾞｸﾄ・ﾀﾞﾝﾊﾟｰの材質は耐薬品性とし、

4.自動水栓

5.和風便器
　　　耐火ｶﾊﾞｰ

6.鏡

7.給水栓 　湯沸室、台所、厨房内は泡沫水栓とする。

　※ 要 （ﾋﾟｯﾄ内を除く）   　 不要

1   図示による（材質等は、標準仕様書による）｡(5-1.6.1～1.6.8)

1.処理方式 合併処理　告示区分　第（　　　　　）

2.設計条件 1　　　処理対象人員　（      ）人

2　　  計画汚水量　　（　　　）m3／日

3    　計画水質  流入（　　　）mg/L　  放流（　　　）mg/L

4    　流入管底  口径（　　　）mm    　GL-（　　　）mm

5    　放流方式　　　　　自然流下　　　　ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送

6      汚泥返送方式　　　※　自動　　　　　　手動

7      接触材逆洗方式    ※　自動　　　　　　手動

8      消泡ﾎﾟﾝﾌﾟ　　　　　　　自動　　　  ※ 手動

　※　ﾕﾆｯﾄ形（FRP製） 　　　　 現場施工形（RC造）

　　　　躯体工事
1　　躯体寸法（壁芯）　　（　　）m×（　　）m×（　　）mH

2    ｽﾗﾌﾞ高さ　　GL+（　 　）mm

3    構内部防水（天井部除く）

　 ﾓﾙﾀﾙ防水（厚20mm）  　　塗膜防水ﾊﾟﾗﾃｯｸｽB-2

　(1)槽の防水は躯体で行うことを主とし、防水ﾓﾙﾀﾙは従属的
　　　手段とする。
　(2)躯体の型枠解体後、水張試験を行い漏水個所は完全に止水する。
4　　躯体の底盤と壁の打ち継ぎ部分には止水板を入れる。
　　　　　　　　　（規格：　　　　　　寸法：　　　　）

3.主要構造

4.現場施工形

5.ユニット形

　基礎、保護ｽﾗﾌﾞおよび支柱は図示がなければ次表による。

支      柱

6.型式認定表示

7.ﾎﾟﾝﾌﾟ

8.送　風　機

9.制　御　盤

10.配管および
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1.既存配管設備の

変更及び仮設供給
既存配管設備の変更

有り　　　　無し

ガスの仮設供給
有り（仮設ガス種別、量等については別添図示による） 無し

2.検査・試験
よる。

(11-2.4.1～2.4.3)

　　　圧力 0.2Mpa）に代えることが出来るが完成時まで水圧試

　ただし、湿度制御を行わない方式による湿度はなりゆきとする。
　直径300mm （270 □）以下は鋼板厚3.2mm 、直径

　300mmを超えるものは板厚4.5mm 以上とする。 (3-1.1.9)

2.煙道

外　気　条　件 室内（調整目標値）

　　　系統一般系統　　　系統一般系統

夏期 　　％　　℃　　℃ 　　％ 　　％　　℃

冬期 　　％　　℃　　℃ 　　％ 　　％　　℃

温度
(DB)

湿度
(RH)

温度
(DB)

湿度
(RH)

温度
(DB)

湿度
(RH)

湿度
(RH)(DB)

温度

℃

℃

　FF式機器の給排気筒の保温はﾛｯｸｳｰﾙ 厚 25mmとする。
  (3)  井水管は冷水管の仕様で保温する。
  (2)  電熱保温帯巻き付け箇所はﾛｯｸｳｰﾙとする。
  　　 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑとする。
注(1)  屋内、屋外に露出する消火管、排水管、雨水管は、

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｸﾞﾗｽｳｰﾙﾛｯｸｳｰﾙ

給　水　管

消　火　管

給　湯　管

排水管・雨水管

※

※

※

貯湯タンク ※

※

3.給排水衛生設備
　　　工事の保温

(3-1.13.7)

(11-2.3.1)
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承諾を受ける。
1.保温施工

1   配管、機器
　(1) 消火配管は給水管の仕様による。
2   弁、継手類

　(2) 保温材は接続する配管の仕様とする。
3   外装材は次による。
　(1) 機器、ﾀﾝｸ、ﾍｯﾀﾞｰ、ﾀﾞｸﾄはｽﾃﾝﾚｽ0.3mm
　(2) 屋外露出（多湿箇所）の管、弁類はｽﾃﾝﾚｽ0.2mm
　(3) 煙道はｶﾗｰ亜鉛鉄板 0.35mm とする。

　(1) 標準仕様書 2-3.1.4の 表2.3.2の注 11項（ハ）は保温する。

16

浄

化

槽

設

備

（平成２６年版） ※平成２６年５月１日以降適用

　 不活性ガス消火　泡消火　 粉末消火　　その他（　　）

 　(機械設備工事編）平成25年版（以下、改修標準仕様書という。）及び公共建築設備工事
　 標準図（機械設備工事編）平成25年度版（以下標準図という。）による。ただし、改修

25年度版（以下、標準仕様書という。）による。

　(1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
※営繕工事写真撮影要領(平成24年版)・同解説(建築設備編)

　　 適用する（工事期日より　　 日前）　※ 適用しない <1-1.2.1>

2.工事実績情報
        の登録

3.施工中の安全
確保及び環境
保全

※「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定（平成9年建設省告示第

関係機関との協議
必要（関係機関：　　　　　　　）　　　必要なし

交通誘導員
配置する（　　警備業法第18条に規定する特定の種別の警備業務　　任意）
(    日×     人）
配置しない

特定の種別の警備業務は、警備員等の検定等の検定等に関する規則(平成17年

6日）による。
国家公安委員会規則第20号)及び秋田県公安委員会告示第144号(平成18年10月

4.発生材 ・ 特定建設資材廃棄物の発生材の処理

種　　　類 再資源化等をする施設名・住所・搬出距離(km)

　　適用する　　　　　適用しない                   　<1-1.1.4>

<1-1.3.9>

<1-1.3.9>
<1-1.3.5>

<1-1.3.9>

建設発生土
ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 塊
ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ 塊

建設発生木材

・ 特定建設資材廃棄物以外の発生材の処理

種　　　類 処分施設の名称・住所・搬出距離(km)

<1-1.3.9>

・ 引き渡しを要するもの
・ 現場再利用発生材

・ 飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄの使用状況

室　　名 使用部位 詳細（厚さ等） その他

室　　名 使用部位 詳細（厚さ等） その他

・PCB含有製品の処理
PCB(ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ）含有機器　　　有　　　無
有の場合、電気照明器具等のPCBを含有する機器は、当該部分を取り外し、漏洩

・対象となる石膏ﾎﾞｰﾄﾞ製品 該当　　　　　非該当
次に該当する場合は、指定する場所に処分すること。

小名浜吉野石膏（株）いわき工場
昭和48年～平成9年4月に製造されたもの

・ 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板の使用状況

〈対象となる石膏ﾎﾞｰﾄﾞ製品〉

5.概成工期
6.電気保安技術者

本工事に使用する機器及び材料（以下「機材」という。）は、設計図書に定め
る品質及び性能を有するものとし、以下のいずれかに該当するものとする。

日東石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（株）八戸工場
平成4年10月～平成9年4月に製造されたもの
指定する処分場所

関係通知：平成9年7月1日営-576「廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞの処理について（通知）」

<1-1.3.9>
・本工事で発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する建設廃棄
物については、秋田県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。

　※ 適用する　　　　　適用しない                     <1-1.3.2>

 <1-1.4.2>

※

      の処理

・ 本工事では、秋田県建設副産物対策に係わる取扱い要領に基づき、工事着
手前に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を、また工事完成時に

1536号）」に基づき、指定された建設機械を使用する。

指定された排出ガス対策型建設機械を使用する。
※「建設機械に関する技術方針（平成3年建設省通知第247号）」に基づき、

・　特別管理産業廃棄物　　　　　有　　　　無　
・　ｱｽﾍﾞｽﾄ　　　　　　　　　　　有　　　　無
受入施設名【（一財）秋田県総合公社 環境保全局 所在地 大仙市協和上淀川】

監督職員に引き渡すこと。

【（一財）秋田県総合公社 環境保全局 所在地 大仙市協和上淀川】

同計画書の実施書を監督職員に提出するものとする。

(2)エコマーク認定製品（（公財）日本環境協会）

((一社)公共建築協会)(以下「評価名簿」という。)に記載製品

して承諾を受けるものとする。
なお、(5)の材料を使用する場合は、ア～エの証明となる資料を監督職員に提出

するものとし、同等品を使用する場合は監督職員の承諾を受けるものとする。
評価名簿による評価書の写しを添付した納入仕様書を監督職員に提出する。

11.施工調査 ※改修標準仕様書による
施工計画調査 事前調査
(調査項目　　　図示　　　　）

12.はつり
よる。
既存ｺﾝｸﾘｰﾄ部の床・壁の配管貫通部等の穴明けは原則としてﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰに

(調査範囲　　　図示　　　　）
(調査方法　　　図示　　　　）

Ｘ線検査　　　※行わない　　　　　　行う

(調査項目　　　図示　　　　）
(調査範囲　　　図示　　　　）
(調査方法　　　図示　　　　）

13.あと施工ｱﾝｶｰ

２　試験等 性能確認試験　　※行わない　　　　行う
※行う 行わない

※金属拡張系ｱﾝｶｰ（※本体打込み式）
１　あと施工ｱﾝｶｰ　※接着系ｱﾝｶｰ（接着剤は有機系とする）

施工後確認試験

14.既設ｲﾝｻｰﾄ及び ※　使用しない 使用する
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

(2)ﾌﾛﾝ類回収証明書
(1)第一種ﾌﾛﾝ類回収業者登録通知書の写し
提出する。

１冷媒の回収にあたっては、「特定製品に係るﾌﾛﾝ類の回収及び破壊の実施の
冷媒の回収等の費用　　　　　　本工事　　　　　　別途15.冷媒（ﾌﾛﾝ系）

回収

の対象となっているものは、同法に従ってﾘｻｲｸﾙ(ﾌﾛﾝ類の回収を含む）を行い、
監督職員に次の書類を提出する。

２．ただし、家庭用のｴｱｺﾝ等で、「特定家庭用機器再商品化法（家電ﾘｻｲｸﾙ法）」

(1)特定家庭用機器廃棄物管理票(家電ﾘｻｲｸﾙ券）の写し

　　　水、その他
16.工事用電力

1   工事用電力　　利用できる（※有償　　無償）　　利用できない

必要な工事用電力、水などの費用及び官公署等への諸手続きなどの費用は受注者

2   工事用水    　利用できる（※有償　　無償）　　利用できない

の負担とする。また、既存施設の利用は下記とする。

　　熱絶縁施工(保温工事) 

〔　適用職種　（１級の職種作業）　〕
　　配管施工(配管工事)　　　建築板金施工(ダクト製作及び取付) 

17.技能士 　※　適用する　　　　　適用しない                   <1-1.6.2>

空気調和機の据付及び整備）
　　冷凍空気調和機器施工（チリングユニット、パッケージ形

18.溶接工 　JIS Z 3801に基づく(一社)日本溶接協会の管溶接の資格を有する者とする。

19.工事写真

規　　格 撮　影　箇　所 提出部数分　    類

　工事中、完成時ともカラー写真とする。

着 工 前

工 事 中

完 成 時

ｻｰﾋﾞｽ版

ｻｰﾋﾞｽ版

工事写真の撮り方建築設備編

工事写真の撮り方建築設備編

工事写真の撮り方建築設備編

ｷｬﾋﾞﾈ版

ｻｰﾋﾞｽ版

同      上

部

部

部

部

部営繕年報用 ｷｬﾋﾞﾈ版 外部1枚、内部1枚

この表のほか監督職員が必要と認め、指示した箇所及び部数。また、上記の写真
はﾃﾞｼﾞﾀﾙ写真も可とし、その仕様等は監督職員の指示による。

20.完成図書等 ※ 完成検査後に次の完成図等を速やかに提出する。 <1-1.8.1>
(1) 完成図書(A4版、完成図書作成要領による)
(2）完成図及び施工図(原寸) 二つ折りに製本したもの
(3) 完成図及び施工図A3版縮小図を二つ折りしたもの
(4) 保全に関する資料
(5) 電子納品対象工事にあたってはCD-R

※ 付属品、予備品、保守工具等は引継目録を添えて提出する
※ ｶｷﾞ等の表示札は樹脂製(市販品)とする

21.電子納品等 ※　電子納品対象工事 電子納品対象外工事

CD-R(監督職員提出用）　　（　　　部）
CD-Rに格納するもの
※完成図(※CAD   ※PDF)  ※監督職員が指示した図面等
※完成写真（※主要な機器等の外観10枚程度)

※高次概要ﾌｧｲﾙ
受注者は、次により電子納品を行うものとする。
(1)完成図等の取扱は、「官庁営繕事業に拘わる電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
（営繕高次編）、営繕工事電子納品要領【平成24年版 国土交通省大臣
官房官庁営繕部】」「官庁営繕事業に係る電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ等の
運用の改正について(平成26年4月25日付け営第85号)」((以下「要領等
」という。)による。
(2)電子ﾃﾞｰﾀは、「要領等」に示されたﾌｧｲﾙﾌｫｰﾏｯﾄに基づいて作成する
こと。
(3)設計監理業務として行う営繕年報作成のため、工事緒元情報の提供
に協力すること。

22.総合調整
 <2-1.3.2>

 　 風量調整　　　　 水量調整　 　　 室内外空気の温湿度の測定
 　 室内気流及びじんあいの測定 　 　 騒音の測定
 　 二次側電気配線絶縁抵抗の測定　　 接地抵抗の測定

水質検査)
その他（　　　　　　　　　　　　　　）

飲料水の水質測定(水道法施行規則(昭和32年厚生省令45号)第10条による

23.撤去後の補修 機器撤去後の天井、壁、床等の補修は既存仕上げと同等とする。

24.    既存施設等の復旧 施工に際し、既存設備、施設に損傷を及ぼした場合は現状に復旧する。

25.かし点検 　※　　適用する　　　　　　　　適用しない

こと。
契約事項によるかし担保期間満了前にかし点検を行うので受注者は立ち会う

図示 工事補足説明事項
工事中停止させない設備

※　なし あり

10.施工条件

ブ
ラ
イ
ン
管

JCDA 0009 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ保温材（難燃性）

VU 薄肉管
VP 一般管

1種B形

※

その他特記事項

注 給水設備及び給湯設備に使用する機材は、厚生労働省令138号「給水装置の構造及び材

質の基準に関する省令」(平成14年10月29日)に適合するものとする。

　※　ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　　　　ｽﾘｰﾌﾞ形                      (2-2.2.7.1)鋼管用伸縮管継手

3.    耐火二層管伸縮継手 取り付け箇所は図示による。

4 緊急遮断弁
装置 地震感知器　　電子式　　　機械式

(2-2.2.22)

(2-2.2.23)

水密を要する梁、床、壁のスリーブ                   (2-2.2.27)

　取付箇所は図示による。                  (2-2.2.12)(2-2.4.1)

地中埋設標の位置は図示による。              　　 　(2-2.7.1)

また、埋設表示用ﾃｰﾌﾟ（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製）は折返し付きとする。

（継手、曲り部分を除く）は、一般ﾋﾞﾆﾙ管とし、下記による。

８ ８

　 後の塗装又は被覆施工前に行う。なお、完成時の系統全領域にわ
　 試験は配管途中もしくは、いんぺい、埋戻前、または配管完了

　 たる耐圧試験方法については、監督職員との協議による。

   3  ｶﾞｽ（液化石油ｶﾞｽ設備）配管
　　　気密試験及び点火試験とする。
　　　気密試験の圧力値は高圧部 1.56MPa以上、低圧部 8.4KPa以上
　　　10.0KPa以下とする。
　　　保持時間は管内容積10ﾘｯﾄﾙ以下は5分間以上、10ﾘｯﾄﾙを超え50ﾘｯﾄ
　　　ﾙ以下は10分間以上、50ﾘｯﾄﾙを超えるものは24分間以上とする。

施工は次のとおりとするが、工法等の変更については監督職員の

タ　ン　ク

ヘ　ッ　ダ　－

煙　　　道

ダ　ク　ト ※

　注(1) 外気取り入れﾀﾞｸﾄの全てと、排気用ﾀﾞｸﾄの外壁から
　　　　１ｍのｿﾞｰﾝは保温する。保温材はｸﾞﾗｽｳｰﾙ24kg
　　　　（厚 25mmｱﾙﾐｸﾗﾌﾄ）とする。
　  (2)地下ﾋﾟｯﾄ換気用排気ﾀﾞｸﾄは、ﾋﾟｯﾄ内を除く部分全てを保温
　　　　する。

排気用ﾀﾞｸﾄの全てを保温する。

(3)全熱交換型の換気ﾀﾞｸﾄは、外気取入用ﾀﾞｸﾄ、室内給気用ﾀﾞｸﾄ、

  を2回塗りとする。ﾍﾟｲﾝﾄ色は監督職員の指示による。

建　 築　 工　 事　 の　 表　 示

工 事 名

構造・規模

工 事 期 間

建 築 主

設 計 者

工事監理者

工事監督者

工事施工者

平成　年　月　日  ～  平成　年　月　日

建築工事の表示    1.仮設工事

注(1) 表示板は風圧に耐えるよう配慮すること。
(2) 地色はﾏﾝｾﾙ記号１ＧＹ７．５／８とし、黒文字

　　　　(角ｺﾞｼｯｸ)で表現する
(3) 建築主は契約担当者名とする。
(4) 表示板の大きさ

　　　　 ※  １号  （横 １８０ｃｍ × 縦 　９０ｃｍ ）
　　　 　　  ２号  （横 ２４０ｃｍ × 縦 １２０ｃｍ ）
　　　　 　  ３号　（横 ３６０ｃｍ × 縦 １８０ｃｍ ）
　　　 　　　その他（　　　　　　　　　　　）

　   　構外指示の場所へ搬出　　（搬出先は特記１章４項による）
　 ※　構内指定箇所へ敷きならす　　指定箇所（　　　　　　　）
　   　構内指定箇所へたい積する　　指定箇所（　　　　　　　）

2.建設発生土の
　　　　　処理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 <1-5.1.1>
3.屋外機器類の
　　　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ等

　屋外に設ける機器類(外壁に取り付ける機器類含む)のｱﾝｶｰ
　ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ、架台、支持金具等はｽﾃﾝﾚｽ(SUS304)製とする。

区　分

種　別

対象機種：　遠心冷凍機、ｽｸﾘｭｰ冷凍機、吸収冷凍機、EHP、直

だき吸収冷温水機、小形吸収冷温水機ﾕﾆｯﾄ、氷蓄熱ﾕﾆｯﾄ、GHP。

(3-1.12.1)

20.消 音 内 貼

　員の指示による。
　陶器及び付属品の仕様は器具表による。また、衛生陶器色は監督職

　大きさは器具表による。                            (5-1.1.9)

ＳＣ－１

ＲＣ－１

ＳＣ－２

ＳＣ－３

ＳＣ－４

ＲＣ－４

450 以下
ＭＨＡ350

ＭＨＢ350

600 以下
ＭＨＢ450

ＭＨＡ450

1,200 以下 ＭＨＡ600

ＭＨＢ600

400 以下

700 以下

701 以上

　　　　ＰＶＣは塩化ﾋﾞﾆﾙ製桝を表す。

2.液化石油ｶﾞｽ
　　　　　　　　　　　　　　(　10kg 　20kg 　50kg    本)
1   ガスボンベ　　※ 借用　　 買取り

2   集合装置　　標準図 施工 73 の下記仕様とする。

※　　　（ａ）　　　　（ｂ)　　　　（Ｃ)(イ）　　　（Ｃ）(ロ）

　　　　　　　　※（ａ）　　　（ｂ）

3　 転倒防止等　標準図 施工 72 の下記仕様とする。

4    ﾊﾞﾙｸﾀﾝｸ　　（　　　　　kg)

2　　　消火器(ABC 10型　   本、ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞｯｸｽ共)

　　たものとする。
2   燃焼機器は、（一財）日本ｶﾞｽ機器検査協会の合格証票が貼付され

1   防震　※ 防震架台　　　　 防振ｺﾞﾑ
2   防音　※ ｻｲﾚﾝｻｰ  　 防音ｶﾊﾞｰ(　屋外用 　屋内用)

11.転落防止措置

12.ﾌﾛｰｼｰﾄの表示

13.消毒剤

14.機械室

　５０ｍｍ以上 　５０ｍｍ以上

２００ｍｍ以上１５０ｍｍ以上

15.土木工事

16.その他

(   機械室有り　　　　※　機械室無し）
　　　　2 普及型ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
　　　　3 非常用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
　　　　4 小荷物専用昇降機
　　　　5 ｴｽｶﾚｰﾀｰ設備

(   機械室有り　　　　※　機械室無し）

2.耐震施工、管制

1  かご出入り口検出装置
※ 有り（方式は別添図示）　　　無し (9-2.2.2.4)

　(2)地域係数　　　　※ 1.0          その他(        )

3  地震感知器

4　管制運転等　　　　　　　　　　　　　　　　　　(9-2.2.7)
　　(1) 地震時管制運転　　　　　　※　有り　　　　　無し
　　(2) 火災時管制運転　　　　　　※　有り　　　　　無し
　　(3) 自家発時管制運転　　　 　 　　有り　　　　　無し
　　(4) 停電時救出運転　　　 　 　※　有り　　　　　無し

　運転

2　耐震施工　　　　　　　　　　　　　　　(9-2.2.6.1～2.2.6.2)

(9-2.2.6.3)

　　(5) 浸水時管制運転　 　 　　　　　有り　　　　　無し

3.官公署届け出 　　計画通知、工事完了届けの提出を行う。

　　(8) その他　 　 （　　　　　　　　　　　　　　　　　）

この項は、1項の機種　1～3 について適用する。

　(1) 耐震ｸﾗｽ　　　　　Ｓ09　　　　Ａ09　

特定設定値はP波感知とする。

　　(7) 緊急地震速報連動運転　　  　　有り　　　　　無し
　　(6) ﾋﾟｯﾄ冠水時管制運転　 　 　※　有り　　　　　無し

　　　　　書類

の恐れのない安全な容器に納め、所定の表示を行い、監督職員の指示に基づき

確保等に関する法律（ﾌﾛﾝ回収破壊法）」に従って行い、監督職員に次の書類を

手元ｽｲｯﾁ　　　　　有　　　　　無
(5-1.1.7)

電源供給方式：　※　AC100V     電池式　　　自己発電

350×350

検査・試験については標準仕様書によるものの他、監督職員の指示に

建築物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び
性能を有すると共に、次の(1)から(4)まで満たすものとする。  <1-1.4.1>
(1)合板、木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ、構造用ﾊﾟﾈﾙ、集成材、単板積層材、MDF、ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰ
ﾄﾞ、その他木質建材、ﾕﾘｱ樹脂板、壁紙、接着材、保温材、緩衝材、断熱材、
塗料、仕上塗材は、ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ及びｽﾁﾚﾝを発散しない又は発散が極め
て少ない材料で設計図書等に規定する「ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの放散量」の区分に応じた
材料を使用する。

する。

難揮発性の可塑剤を除く。）が添加されていない材料を使用する。

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ｱｾﾄﾞｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ及びｽﾁﾚﾝを発散しないか、発散が極めて少ない材料を
(4)(1)の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、

使用したものとする。
設計図書に規定する「ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの放散量」の区分において、「規制対象外」
とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の
③又④に該当する材料を指す。
①建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ﾎﾙﾑｱﾙ
ﾃﾞﾋﾄﾞ発散建築材料以外の材料

材料
②建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた

(2)接着剤及び塗料はﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ及びｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝの含有量が少ない材料を使用

(3)接着剤は、可塑材(ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ及びﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ等を含有しない

③建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散建築材料
④建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受け

各機器の個別運転調整後に下記の総合調整を行い、測定報告書を提出する。

　ＧＨＰ　　ＫＨＰ　　ＥＨＰ　　ヒートポンプチラー

１

１

１

１

●

33.4

-4.0

金属類

・垂直積雪量（ｍ）　1.0

  (2)特記事項は、　 印の付いたものを適用する。　 印の付かない場合は、※印の付いた

(4)建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿（最新年版)

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

　　 ものを適用する。　 印と ※ 印が付いた場合は、共に適用する。

た材料

(6) その他監督職員が指示したもの

議事堂耐震補強等工事

議事堂耐震補強等工事

能代市上町1-3

約7,000 ㎡（その他棟含む）

議事堂

木造

５．建物用途    建築基準法による用途　　　　・・・　

６．　　　　　　消防法施行令別表第１の区分　・・・　

499ｍ2

13A　都市ガス　種別（　　　　）  供給会社（             　　　　　）のしろｴﾈﾙｷﾞｰｻｰﾋﾞｽ(株)

任 意

秋田県環境保全ｾﾝﾀｰ・大仙市協和・75km

　　※　適用する　　　　　　適用しない
特定石綿等(ｱｽﾍﾞｽﾄ)の存在が想定される建築物の改修にあっては労働安全衛生法、
同施行令及び石綿障害予防規則に従い、建築物等の解体等の作業における石綿ばく
露防止対策を実施し、健康障害の予防対策の一層の推進を図ること。

27.石綿作業主任者

●

　防護蓋

M-1
A3： 

A1： 

機械設備改修工事特記仕様書

18.0



1/100

1/50

特記事項

工　事　名

図　面　名

議事堂耐震補強等工事 図面番号縮　尺

日　付 平成　２７年　２月　６日

設計チーム木 〒016-0000

秋田県能代市字塞の神73

Tel・Fax 0185-52-6140

一級建築士事務所　第14-10A-1080号 

設計チーム木 

協 同 組 合
藤田　剛

一級建築士登録　第319016号 

代表理事

管理建築士 

西方里見
藤田剛西方里見 阿部征巳 阿部征巳

検図承認 担当 製図

排水桝表

番 号 種　　類 桝　　蓋管　　底

〃

〃 〃

小口径排水桝　φ2001

2

3

樹脂蓋400

1270

1250 防護蓋

特 記
・汚水系統の勾配は1/50以上とする。
・小口径桝はVU-VP変換ｿｹｯﾄを使用する事。
・管底は参考として表す。(起点のみ指定)

記　号 名　　　　　称 型 式
冷房能力

K W

暖房能力

K W

室内ユニット

φ V φ V

室外ユニット
台 数

W
kW

(MAX)

項
　
目

A C P - 1

A C P - 2

A C P - 3

A C P - 4

ヒートポンプエアコン

ヒートポンプエアコン

ヒートポンプエアコン

ヒートポンプエアコン

200

200

200

3 200

3 200

3 200

1

1

200 3 200 1天井埋込形　ｼﾝｸﾞﾙ

天井埋込形　同時ﾂｲﾝ

天井埋込形　同時ﾂｲﾝ

天井埋込形　同時ﾄﾘﾌﾟﾙ

冷

暖

房

機

類

特 記

12.5 1

1

1

1

14.0 4.73

14.012.5 4.77

290

8.61290×220.0

20.0

22.4

22.4

150×2

150×3

200 21

高静圧ﾀｲﾌﾟ

高静圧ﾀｲﾌﾟ

高静圧ﾀｲﾌﾟ

風量

(※弱)m3/min

14×2

14×3 8.61

19×2

25

E P H - 1 電気パネルヒーター 壁掛形　鋼板製 ―― 0.25 250 ― ― ―

1

・ﾘﾓｺﾝ類の取付･配線は電気設備工事とする。
・冷房能力,暖房能力は定格値を表し、風量,電気仕様は参考として表す。
・EPH-1,2にはｲﾀｽﾞﾗ防止ｶﾊﾞｰを付属とする。

備　　　　考

高静圧ﾀｲﾌﾟ

記　号
項
　
目

寸　　法

m3/h P a

風　 量 静 　圧
名　　　　称 形　　式

消　費　電　力

WVφ

台 数

F C - 1 1 100―天井換気扇 低騒音型 20 7.270 2

特 記

・電気仕様は参考として表す。

・ｽｲｯﾁ類の取付･配線は電気設備工事とする。

・FC-1にはﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ(SUS製深形ｶﾞﾗﾘﾀｲﾌﾟ：指定色仕上)を付属とする。

換

気

扇

類

備　　　　 考

A

B

C

D

制気口
No

形 状
数 量 備 考

E

F

G

1620 GVS 600×550H

2

GVS 2

GVS

GVS

H

I

J

風　量　m3/h 寸　法　mm
形 状 寸 法　mm

850×500×450H

600×1600×550H

－

650×650×450H

950×950×450H

950×950×450H

850×500×450H

1150×250×400H

－

－ － －

810

1140

2280

3360

－

570

－

550

500×500

800×800

800×800

－

1000L

－

φ250

φ250

ﾉｽﾞﾙ形吹出口

－

－

C2 ｱﾈﾓ

BL-D

2

4

1

1

5

10

1

4

2重ﾉｽﾞﾙ

消音内貼

消音内貼

消音内貼

消音内貼800×500×450H

※制気口はすべて指定色とする。

ボ
ッ
ク
ス
・
制
気
口
リ
ス
ト

項
　
目

衛 生 器 具 表

名 　 　　称

特記 ・衛生器具、金具は寒冷地仕様とする。

カウンター一体形洗面器

・洗面器は原則ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ金具付とする。

洋 風 便 器

摘  要 主  要  付  属  金  具

単水栓、Sﾄﾗｯﾌﾟ排水金具

床給水、床排水、大型便座

計

部 屋 名

2

女
子
ト
イ
レ

11

2

TOTOLIXIL

参考品番

CS220B

L270CM

BC-Z10SU

L-275FCR

防露式ﾛｰﾀﾝｸ(手洗無)、暖房便座、ﾜﾝﾀｯﾁ式紙巻器

GL-1000H

6
2
9
2

7625

第一庁舎

能代市議会議事堂

道路境界

道路境界

前面道路

前面道路

N

改修建築物

道
路

境
界

GL-700H

公設桝
GL-700H(地盤高-700)

G

G

M

既存排水管撤去

既設排水管路(現況維持) GL-1000HGL-1300H

既設排水桝に接続

G G G

議員控室用ｶﾞｽ管撤去
埋設40

既存ｶﾞｽ管に接続VP100
新設

PP20 新設

PEP40 新設

既存排水桝
撤去

2
3

既設給水管より分岐取出し

既
設

給
水
管
P
E
7
5

埋設標柱

配置図    S=1:300

・ACP-1～4には溶融亜鉛ﾒｯｷ製高置架台(防雪屋根付),ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ,防雪ﾌｰﾄﾞ(溶融亜鉛ﾒｯｷ製又は高耐食：吸･吐共)を付属とする。

内面塗装

内面塗装

内面塗装

内面塗装

埋設標柱止水栓20
VC-P

・　　は埋設標柱(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)を表し主要分岐･曲部に設置とする。
・給水管の最小口径は20Aとする。
・その他特記なき事項は能代市上下水道基準による。

特 記

M-2
A3： 

A1： 

機械設備配置図・機器表



A

1/100

1/50

特記事項

工　事　名

図　面　名

議事堂耐震補強等工事 図面番号縮　尺

日　付 平成　２７年　２月　６日

設計チーム木 〒016-0000

秋田県能代市字塞の神73

Tel・Fax 0185-52-6140

一級建築士事務所　第14-10A-1080号 

設計チーム木 

協 同 組 合
藤田　剛

一級建築士登録　第319016号 

代表理事

管理建築士 

西方里見
藤田剛西方里見 阿部征巳 阿部征巳

検図承認 担当 製図

UP

議場

ポーチ

側廊

廊下玄関 広

18181818

14544

3636
454.5

1363.5

1818

16362

23634

2
7
2
7

1
8
1
8

5
4
5
4

1
8
1
8

9
0
9

1
8
1
8

1
8
1
8

4
5
4
5

2
7
2
7

1
4
5
4
4

1
8
1
8

+150

±0

+450 +300 +150 ±0
+300

-150

-300

-450

-600

-750

450

±0

±0

+600+240

+270

倉庫3

倉庫4

演題は保存

FG3　基礎天端

倉庫1

倉庫5

既存ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

新庁舎との渡り廊下

1818

1
8
1
8

2
7
2
7

2
7
2
7

犬走り

犬走り

新規ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

上部吹抜

新規ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ800角

9
8
7
6
5
4

3
2

1

X0 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17

X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17

N

Y11

Y10

Y9

Y8

Y6

Y5

Y3

Y2

Y1

X1

X0 X2

X1

Y4

Y7

Y11

Y10

Y9

Y8

Y6

Y5

Y3

Y2

Y1

Y4

Y7

R R

ACP-1

ACP-3

ACP-4

ACP-2

D

D

D

D
D

R D

R1

R
1

R
1

R1 R1

R
1

R2

R
2

R
2

R2 R2

R
2

R
3

R
3

R4R4

R
4

R4

R
4

室内機

室内機

ACP-3

ACP-3

A

C

C

C

C

B

VD

VD

B

b

a,a

a,a

D

a,a,b

VP25

a

a

ｷｬﾝﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ

風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ
600×300H

保温付ﾌﾚｷﾀﾞｸﾄφ250

保温付ﾌﾚｷﾀﾞｸﾄφ250

ｷｬﾝﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎(建築工事)

a,ab,VP30

VP30

VP30,b,a,a

VP30

VP25

FC-1

FC-1

EPH-1

EPH-1

φ
1
0
01
0
0

ﾌｶｼ壁内部配管

浸透桝 PP製φ300
砕石450□×150H敷込
屋外露出部はｽﾘﾑﾀﾞｸﾄで保護

D

VP25

ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄで保護
屋内露出配管

浸透桝 PP製φ300
砕石450□×150H敷込
倉庫内部まで埋設配管

FL付近で外壁貫通

記号 液管 ガス管

A

B φ9.5

φ9.5 φ15.9

φ25.4

※管径、肉厚、保温厚は製造者
標準仕様とする。

冷媒管ｻｲｽﾞ表

洗面所・女子ﾄｲﾚ

物置

倉庫2側廊

・ACP室外機には系統名及び室名を表示する事。
・冷媒管のｻｲｽﾞはﾒｰｶｰ標準仕様とする。
・屋外露出の冷媒管は樹脂製ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄで保護する事。

特 記

M-3
A3： 

A1： 

改修後 1階冷暖房設備図

・特記なき配管類は天井ﾚﾍﾞﾙで表す。
・ｴｱｺﾝの試運転調整は本工事にて仮設電源を用意して行うものとする。
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1/50

特記事項

工　事　名

図　面　名

議事堂耐震補強等工事 図面番号縮　尺

日　付 平成　２７年　２月　６日

設計チーム木 〒016-0000

秋田県能代市字塞の神73

Tel・Fax 0185-52-6140

一級建築士事務所　第14-10A-1080号 

設計チーム木 

協 同 組 合
藤田　剛

一級建築士登録　第319016号 

代表理事

管理建築士 

西方里見
藤田剛西方里見 阿部征巳 阿部征巳

検図承認 担当 製図

5454

454.5

27
27

18
1
8

5
45
4

1
81
8

27
27

4
54
5

14
54
4

1
81
8

99
9
9

14544

X1 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17

DN

吹抜

X2

Y11

Y10

Y9

Y8

Y6

Y5

Y3

Y2

Y1

Y4

Y7

手すり

手すり

13

12
11

10
9
8
7

14

15
16
17
18
19
20
21
22

X0 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17

X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17

N

Y11

Y10

Y9

Y8

Y6

Y5

Y3

Y2

Y1

X1

X0 X2

X1

Y4

Y7

Y11

Y10

Y9

Y8

Y6

Y5

Y3

Y2

Y1

Y4

Y7

1818 1818

18183636 14544

19998

1
8
1
8

1
4
5
4
4

1
8
1
8

6
0
6

606
3636

3636

23634

1818

1363.5

1
8
1
8

6
0
6

606

R R

ACP-1
室内機

室内機

ACP-2
室内機

ACP-2

室内機室内機

室内機

R D

D
D

D D
R2R2

R
2

R1 R1

ACP-4 ACP-4

ACP-4

D

D

E

G

G G

G

I

F

H

H

G

H H H H

H H H H

JJ

J

VD

D
R4

D
R4

VP25

a

a

a

b

a

a

VP25,a

VP25

VP25

VP30

b,VP25

a,a

a

VP25

保温付ﾌﾚｷﾀﾞｸﾄφ250

保温付ﾌﾚｷﾀﾞｸﾄ
φ250

φ250 φ250

φ250

風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ
600×300H

φ
2
5
0

φ
2
5
0

300
×

600

600
×
300

600

300
×

VD

VDVD

VD

VD

600
×
300

600
×
300

ｷｬﾝﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ

600×300H
風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

ｷｬﾝﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ

風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

ｷｬﾝﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ

600×300H

記号 液管 ガス管

A

B φ9.5

φ9.5 φ15.9

φ25.4

※管径、肉厚、保温厚は製造者
標準仕様とする。

冷媒管ｻｲｽﾞ表

a,VP25

傍聴室
傍
聴
席

M-4
A3： 

A1： 

改修後 2階冷暖房設備図



玄関 

1/100

1/50

特記事項

工　事　名

図　面　名

議事堂耐震補強等工事 図面番号縮　尺

日　付 平成　２７年　２月　６日

設計チーム木 〒016-0000

秋田県能代市字塞の神73

Tel・Fax 0185-52-6140

一級建築士事務所　第14-10A-1080号 

設計チーム木 

協 同 組 合
藤田　剛

一級建築士登録　第319016号 

代表理事

管理建築士 

西方里見
藤田剛西方里見 阿部征巳 阿部征巳

検図承認 担当 製図

UP

議場

ポーチ

側廊

廊下

物置

1
8
1
8
0

18181818

14544

3636
454.5

1363.5

1818

16362

23634

2
7
2
7

1
8
1
8

5
4
5
4

1
8
1
8

9
0
9

1
8
1
8

1
8
1
8

4
5
4
5

2
7
2
7

1
4
5
4
4

1
8
1
8

+150

±0

+300 +150 ±0
+300

-150

-300

-450

-600

-750

450

-300

±0

±0

±0

+600+240

+270

+270

倉庫3

倉庫4

倉庫2

演題は保存

倉庫1

倉庫5

既存ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

新庁舎との渡り廊下

1818

18181818

14544

3636

454.51363.5

1818

16362

23634

1818

2
7
2
7

8
1
8
1

1
8
1
8

2
7
2
7

2
7
2
7

犬走り

犬走り

新規ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

上部吹抜

25452

9
8
7
6
5
4

3
2

1

X0 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17

X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17

N

Y11

Y10

Y9

Y8

Y6

Y5

Y3

Y2

Y1

X1

X0 X2

X1

Y4

Y7

Y11

Y10

Y9

Y8

Y6

Y5

Y3

Y2

Y1

Y4

Y7

G

G

G

G

2口ｶﾞｽｺｯｸ

補助暖房用

2口ｶﾞｽｺｯｸ
FL+300位置
補助暖房用

2口ｶﾞｽｺｯｸ
FL+300位置
補助暖房用

2口ｶﾞｽｺｯｸ
FL+300位置
補助暖房用

D

ﾌｶｼ壁内部配管
FL付近で外壁貫通

VP100,PP20,PEP40
埋設配管

※建築工事にてトイレ内部土間解体

FL+300位置

VCB240

VP100

COA100

PD20

20

VP40

天
4
0

水抜栓 MT20-600L
ﾐﾆﾊｯﾁ200□

1 側廊
PLV-VI 40(天井内配管)

PLV-VI 32(天井内配管)

P
L
V
-
V
I
 
4
0
(
天
井
内

配
管
)

PLV-VI 32(天井内配管)

PLV-VI 40

M-5
A3： 

A1： 

改修後 1階給排水衛生設備図
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SS

特記事項

工　事　名

図　面　名

議事堂耐震補強工事 図面番号縮　尺

日　付 平成　２７年　２月　６日

〒016-0000

秋田県能代市字塞の神73

Tel・Fax 0185-52-6140

一級建築士事務所　第09-03A-0082号 

設計チーム木 

協 同 組 合
藤田　剛

一級建築士登録　第319016号 

代表理事

管理建築士 

西方里見

1/100

1/50藤田剛西方里見 阿部征巳 阿部征巳

検図承認 担当 製図
設計チーム木

G

G

GGG

G

G

GGG

G

G

S

S

S

SSS

S

S S

S

S
S

32

25 25 403232

32

32 32 40 40 40

40
40

50

50

80

65

65

G G

G

埋設40

埋設(埋放し)

ｺﾛｶﾞｼ25

ｺﾛｶﾞｼ40ｺﾛｶﾞｼ32

40(天井露出)

25(天)

ｺﾛｶﾞｼ25

ｺﾛｶﾞｼ25

ｺﾛｶﾞｼ25

ｺﾛｶﾞｼ40ｺﾛｶﾞｼ32

ｺﾛｶﾞｼ25

G
S

S
S

S
S

S

A

A

A

A

A

A

A

B B B B B

B B B B B

D

D

E

F

F

F

F

F

以降屋外露出配管

実線配管･排水桝 撤去
ｷｬｯﾌﾟ止め

GL-400H

別途解体工事

ｶﾞｽ導入管 GL下で切断･閉塞
撤去可能な部分は撤去とする

40

埋設40

GL-400H

PP20

PP20

埋設40

特 記

・不要となる北側屋外埋設の既存給排水管は撤去･処分とする。
・既存配管の配管口径は参考とする。

・北側議員宿舎においてFF式ｶﾞｽｽﾄｰﾌﾞ×4台、天井換気扇×4台の撤去･処分を行う。
・ﾄｲﾚ及び洗面所解体･改修に伴い不要となる給排水管は可能な範囲で撤去･処分とする。
・実線の機器･配管類は撤去範囲を表す。

・配管撤去後の躯体貫通口は補修すること。
　端部閉塞処理をしたうえで埋放しとしてもよい。
・ｶﾞｽ配管について南側屋外埋設の撤去不可能な土間配管については

UP

UP

ｂ

ｂ

ｂ

ｂ

ｂ

ｂ

ａ

ａ

ａ

ａ

ａ

ａ

議場

第一 議員控室

第二 議員控室

第三 議員控室

ポーチ

側廊

廊下

広間

洗面所

洗面所

トイレ

物置

物置

玄関 広

7272

909909

16362

1818 14544

1
8
1
8

9
0
9

9
0
9

1
8
1
8

1
0
9
0
8

5
4
5
4

2
7
2
7

2
7
2
7

2
1
8
1
6

54541818

145441818

3636454.51363.5

1818

16362

27270

ｆ

ｆ

ｄ ｄ ｄ ｄｄ

ｅ ｅ ｅ ｅｄ ｄ

ｅ ｅ ｅ ｅ

ｄ ｅ

ｄ ｄ

ｄ ｅ ｄ

ｄｄｄ ｄ ｅ

ｄ ｅ ｅ

ｅ

+150

±0

+450 +300 +150 ±0
+300

-150

-300

-450

-600

-750

450

-300

-300

±0 ±0

±0

±0

±0

+600+240

ｄ

側廊

+100±0

建家の解体撤去部分。

演題は保存

13635

北側議員宿舎へ

トイレ

X0 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17

X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17

N

X1

X0 X2

X1

Y11

Y10

Y9

Y8

Y6

Y5

Y3

Y2

Y1

Y4

Y7

M-6
A3： 

A1： 

改修前 1階機械設備図　



特記事項

工　事　名

図　面　名

議事堂耐震補強工事 図面番号縮　尺

日　付 平成　２７年　２月　６日

設計チーム木 〒016-0000

秋田県能代市字塞の神73

Tel・Fax 0185-52-6140

一級建築士事務所　第09-03A-0082号 

設計チーム木 

協 同 組 合
藤田　剛

一級建築士登録　第319016号 

代表理事

管理建築士 

西方里見
藤田剛西方里見 阿部征巳 阿部征巳

検図承認 担当 製図

DN

DN

議長室

広間

廊下

傍聴室

建家の解体撤去部分。

床梁を残す部分。

N

25

25

G
G

S
S

S
S

S S S

A

A

A

A

C

C

E

名 称記号 仕 様 数量

撤去機器表

A

B

C

D

E

F

鋳鉄製放熱器

鋳鉄製放熱器

鋳鉄製放熱器

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｹｱｺﾝ

壁付換気扇

鋳鉄製放熱器 蒸気用　400L×200D×730H

蒸気用　600L×200D×730H

蒸気用　750L×200D×730H

蒸気用　1200L×200D×730H

2

2

1

5

10

11

事務局

1/100

1/50

ｄ

ｂ

ｂ

27271818

1
8
1
8

1
8
1
8

1
8
1
8

1
0
9
0
8

5
4
5
4

3
6
3
6

2
1
8
1
6

1
8
1
8

5
4
5
4

1
8
1
8

4
5
4
5

1
8
1
8

5
4
5
4

ｆ ｆ ｆ

ｆ ｆ ｆｄ

ｄ ｄ

ｄ

ｄｄｄ ｄ

ｄ

ｅ ｅ ｅ ｅ

ｅ ｅ ｅ ｅ

ｅ

ｅ

ｅ

ｅ ｅ

ｅ

ｄ ｄ

下屋:鉄板瓦棒葺き　　3.5寸勾配

9
9
9
9

1
4
5
4
4

2
7
2
7

2
7
2
7

1
8
1
8

9
0
9
0

6
0
6

6
0
6

2727
X0 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17

Y11

Y10

Y9

Y8

Y6

Y5

Y3

Y2

Y1

X1

Y4

Y7

Y11

Y10

Y9

Y8

Y6

Y5

Y3

Y2

Y1

Y4

Y7

ｶﾞｽFFｽﾄｰﾌﾞ

天井換気扇

9.3kW　北側議員控室

北側議員控室

4

3

衛生器具類

床ｽﾄｰﾙ小便器×5

壁掛形洗面器×2洋風便器×1

和風便器×1

－

－

M-7
A3： 

A1： 

改修前 2階機械設備図　
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